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第４ 局 別 事 項 
局別事項は、審査の対象となった一般会計及び１７特別会計を所管する２５局について、平成２０

年７月１７日から同年９月５日までを実地審査期間として審査を実施したものであり、局別の結果に

ついては以下のとおりである。 
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知 事 本 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

   知 事 本 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、知事本局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 
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ア 歳 入                               （単位：千円、％） 

科  目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料               1               56                55    － 

国 庫 支 出 金              300              200  △      100     66.7 

諸    収    入        3,810,480        3,908,577            98,097    102.6 

計        3,810,781        3,908,833            98,052    102.6 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額３８億１，０７８万余円、収入済

額３９億８８３万余円、比較増額９，８０５万余円、収入率１０２．６％である。 

なお、第１２款諸収入（項：雑入）において、不納欠損額（２，７８０円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

東京大気汚染訴訟の和解に伴う収入金 

（款）諸収入 （項）雑 入 （目）東京大気汚染訴訟和解拠出金収入 3,800,000

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

総  務  費     3,317,000     2,896,789            0       420,210     87.3

歳出は、第２款総務費の１項１目で執行しており、予算現額３３億１，７００万円、支出済

額２８億９，６７８万余円、不用額４億２，０２１万余円、執行率８７．３％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

都の行財政の基本的な計画及び総合調整等に要したもの 

（款）総務費 （項）知事本局費 （目）管理費 2,896,789

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

 出資による権利 

２ 物  品 

   1,077,000,000 円 

８１ 点 

 

   1,166,000,000 円 

            ７２ 点 

   △ 89,000,000 円 

９ 点 

    知事本局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

   ・出資による権利の減少は、「総合研究開発機構法を廃止する法律」（平成１９年法律第１００

号）に基づく出資金の返還によるもの 

   ・物品の増加は、寄贈品（絵画・工芸品）を登録したことによるもの 

である。 
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 青少年・治安対策本部 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

   青少年・治安対策本部 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、青少年・治安対策本部執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科  目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料             1               0  △          1    0 

国 庫 支 出 金       1,368,600       1,565,868 197,268    114.4 

  諸  収  入        0              55               55      － 

計       1,368,601       1,565,923          197,322    114.4 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額１３億６，８６０万余円、収入済

額１５億６，５９２万余円、比較増額１億９，７３２万余円、収入率１１４．４％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

国土交通省道路局所管の国庫補助金 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）総務費国庫補助金 1,564,750

 

イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

総  務  費    4,582,666     3,776,794        17,602       788,269     82.4 

歳出は、第２款総務費の１項１目で執行しており、予算現額４５億８，２６６万余円、支出

済額３７億７，６７９万余円、翌年度繰越額１，７６０万余円、不用額７億８，８２６万余円、

執行率８２．４％である。 

  翌年度繰越額は、繰越明許費１，７６０万余円で、交差点改良工事に係るものである。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

青少年育成総合対策及び治安対策事業に要したもの 

（款）総務費 （項）青少年治安対策費 （目）管理費 3,776,794
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東京オリンピック・パラリンピック招致本部（旧東京オリンピック招致本部） 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

東京オリンピック・パラリンピック招致本部 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び 

財産に関する調書について、東京オリンピック・パラリンピック招致本部（旧東京オリンピック

招致本部）執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

  

２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                               （単位：千円、％） 

科  目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料              0              98               98    － 

諸    収    入               0               0                0     － 

計               0              99               99      － 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額０円、収入済額９万余円、比較増

額９万余円である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

情報公開手数料 

（款）使用料及手数料 （項）手数料 （目）諸手数料 98

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

総  務  費     2,820,000     2,344,304            0       475,695     83.1 

計     2,820,000     2,344,304            0       475,695     83.1 

歳出は、第２款総務費の 1項 1目で執行しており、予算現額２８億２，０００万円、支出済

額２３億４,４３０万余円、不用額４億７，５６９万余円、執行率８３．１％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

東京オリンピック招致事業に要したもの 

（款）総務費 （項）東京オリンピック招致費 （目）管理費 2,344,304
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総 務 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

      特別区財政調整会計 

      小笠原諸島生活再建資金会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

   総 務 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、総務局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料         13,913          7,867  △           6,045       56.5 

国 庫 支 出 金      2,541,838      2,005,432  △         536,405       78.9 

財 産 収 入      5,489,866      4,891,918  △         597,947       89.1 

繰  入  金     13,721,971     11,535,925  △       2,186,045       84.1 

諸  収  入      4,351,160      4,231,853  △         119,306       97.3 

計     26,118,748     22,672,997  △       3,445,750       86.8 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか４款であり、予算現額２６１億１，８７４万余円、収入

済額２２６億７，２９９万余円、比較減額３４億４，５７５万余円、収入率８６．８％である。 

なお、第９款財産収入（項：財産運用収入）において、収入未済額（３３万余円）が、第１

２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（３，０２０万余円）が生じている。 

（主な内容）                             （単位：千円） 

区市町村振興基金運用等による利子及び配当金 

（款）財産収入 （項）財産運用収入 （目）利子及配当金 4,421,402

病院会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）公営企業会計繰入金 （目）病院会計繰入金 6,023,330

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総 務 費    162,757,000    152,118,904              0   10,638,095     93.5 

学 務 費     17,666,000     16,611,675              0    1,054,324     94.0 

諸 支 出 金  1,280,690,266  1,272,697,387              0    7,992,878     99.4 

計  1,461,113,266  1,441,427,967              0   19,685,298     98.7 

歳出は、第２款総務費ほか２款で８項２７目に区分し執行しており、予算現額１兆４，６１

１億１，３２６万余円、支出済額１兆４，４１４億２，７９６万余円、不用額１９６億８，５

２９万余円、執行率９８．７％である。 
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（主な内容）                               （単位：千円） 

区市町村振興のための財政補完等に要したもの 

（款）総務費 （項）区市町村振興費 （目）自治振興費 71,778,546

公立大学法人首都大学東京への交付金等に要したもの 

（款）学務費 （項）公立大学法人首都大学

東京支援費 

（目）管理費 16,611,675

特別区財政調整会計に対する繰出金に要したもの 

（款）諸支出金 （項）他会計支出金 （目）特別会計繰出金 1,017,639,596

 

 （２）特別区財政調整会計 

この会計は、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する収支を経理するものである。 

財源として、都が課税する固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税等の５５％相当

額（１兆１３８億余円）など１兆１７６億余円を一般会計から繰り入れ、特別区に対し、普通

交付金・特別交付金として同額を支出している。 

ア 歳 入 

  （ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納
欠損額

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成１９年度 1,017,640 1,017,639  1,017,639        0        0          0 100.0

平成１８年度    925,103    925,102    925,102        0        0          0   100.0

額     92,537     92,536     92,536        0        0         比  較 
増(△)減 率      10.0      10.0      10.0      －      －   

 

   (イ)内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

繰  入  金   1,017,639,980   1,017,639,596 △          384      100.0 

諸  収  入              10               0  △           10        0 

繰  越  金              10               0  △            9        0.0 

計   1,017,640,000   1,017,639,596  △          403      100.0 

歳入は、第１款繰入金ほか２款であり、予算現額１兆１７６億４，０００万円、収入済額１

兆１７６億３，９５９万余円、比較減額４０万余円、収入率１００．０％である。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

特別区財政調整交付金に対する一般会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）特別区財政調整交付金繰入金 1,017,639,596

 

イ 歳 出 

   （ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度 1,017,640 1,017,639 0         0 100.0 

平成１８年度      925,103      925,102             0         0    100.0 

額       92,537       92,536             0         0  比  較 
増(△)減 率        10.0        10.0           －       －  

 

(イ)内訳                              (単位：千円、％) 

科  目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

特 別 区 交 付 金 1,017,640,000 1,017,639,596             0         404     100.0

歳出は、第１款特別区交付金で１項２目に区分し執行しており、予算現額１兆１７６億４，０

００万円、支出済額１兆１７６億３，９５９万余円、不用額４０万余円、執行率１００．０％

である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

普通交付金に要したもの 

（款）特別区交付金 （項）特別区財政調整交付金 （目）普通交付金 966,743,864

特別交付金に要したもの 

（款）特別区交付金 （項）特別区財政調整交付金 （目）特別交付金 50,895,732

 

（３）小笠原諸島生活再建資金会計 

この会計は、小笠原諸島帰島民等に対する生活再建資金貸付事業に関する収支を経理するも

のである。 

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた６億８３４万余円である。 
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ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成１９年度 386       690 608        0      81        222   157.5

平成１８年度       240       681       595        0      86        355 247.9

額       146         8        13        0  △   4    比  較 
増(△)減 率     60.8      1.2      2.2      －  △ 4.7    

 

（イ）内訳                              (単位：千円、％) 

科  目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増 (△) 減額 収 入 率 

事 業 収 入           31,033           38,439            7,406       123.9 

諸  収  入              269            2,061            1,792       766.2 

繰  越  金          354,698          567,847          213,149       160.1 

計          386,000          608,347          222,347       157.6 

歳入は、第１款事業収入ほか２款であり、予算現額３億８，６００万円、収入済額６億８３

４万余円、比較増額２億２，２３４万余円、収入率１５７．６％となっている。 

なお、第１款事業収入（項：貸付金元利収入）において、収入未済額（６，９７４万余円）

が、第２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（１，２０５万余円）が生じている。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

生活再建資金貸付金の元金収入 

（款）事業収入 （項）貸付金元利収入 （目）貸付金元金収入 34,188

前年度からの繰越金 

（款）繰越金 （項）繰越金 （目）繰越金 567,847

 

イ 歳 出 

   （ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度       386        0 0       386 0 

平成１８年度          240           27             0       212     11.3 

額          146  △       27             0       173  比  較 
増(△)減 率        60.8  △   100           －     81.6  
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 (イ)内訳                              (単位：千円、％) 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

貸 付 費       386,000             0             0       386,000          0

歳出は、第１款貸付費の１項１目で執行しており、予算現額３億８，６００万円、支出済額

０円、不用額３億８，６００万円、執行率０％となっている。  

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土     地

建     物

物     権

無 体 財 産 権

有 価 証 券

出資による権利

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

 

     1,834,746.72 ｍ２

 

       169,944.45 ｍ２

 

地上権   4,489.43 ｍ２

 

著作権       ３２ 件 

株券   61,500,000 円 

   74,033,495,339 円 

           ５２１ 点 

    3,318,931,844 円 

  289,156,066,358 円 

 

     1,892,971.06 ｍ２

 

       189,243.80 ｍ２

 

地上権   4,489.43 ｍ２

 

著作権       ３２ 件 

株券   61,500,000 円 

   74,033,495,339 円 

           ５２１ 点 

    3,371,387,584 円 

  287,258,351,658 円 

 

 △     58,224.34 ｍ２

 

 △     19,299.35 ｍ２

 

                0 ｍ２

 

               ０ 件 

                0 円 

                0 円 

            ０ 点 

 △    52,455,740 円 

    1,897,714,700 円 

総務局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、旧都立短期大学敷地（２３，５４６．８７ｍ２ 

 ）などを産業労働局に所管換

したことによるもの 

・建物の減少は、都立科学技術大学（校舎）（１０，３０１．５６ｍ２ 

 ）を除却及び旧都立短期

大学（校舎）（７，６３６．７９ｍ２ 

 ）などを産業労働局に所管換したことによるもの 

・債権の減少は、財団法人東京都島しょ振興公社貸付金（３，０００万円）の減少によるもの 

・基金の増加は、東京都区市町村振興基金（１１億３，２０３万余円）及び災害救助基金（７

億６，５６８万余円）の増加によるもの 

である。 
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イ 債権のうち貸付金の年度末残高                   （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成１９年度末残高 滞納(収入未済)額 

小笠原諸島生活再建資金貸付金        １２４，６９５         ５１，１８０ 

(財)東京都島しょ振興公社貸付金    ２，３００，０００                   ０ 

医療技術短期大学修学資金貸付金            ２，３３４                   ０ 

合   計    ２，４２７，０２９         ５１，１８０ 

   ※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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財 務 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

      用地会計 

      公債費会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

   財 務 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、財務局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

  などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

   なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

 （１）財産管理 

   ア 公有財産について 

   ＜土 地＞ 

（ア）土地１，２０４．８１ｍ２ 

 （下水道局へ所管換された都市整備用地）が過大に登載され

ている。 
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 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                            （単位：千円、％） 

科目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

地方特例交付金 62,450,572 62,450,572 0 100 

特別交付金 4,848,899 4,683,978 △        164,921 96.6

使用料及手数料 1,263,307 1,285,732 22,425 101.8

国庫支出金  162 198 36     122.2

財 産 収 入 16,298,326 22,723,109 6,424,783 139.4

寄 附 金         0 3,208 3,208 － 

繰 入 金 4,461,122 5,099,124 638,002 114.3

諸 収 入 74,921,986 70,501,816 △   4,420,169 94.1

都   債 292,953,000 130,109,328 △  162,843,671 44.4

繰 越 金 170,877,044 170,877,044 0 100.0

計 628,074,418 467,734,113 △    160,340,304 74.5

歳入は、第４款地方特例交付金ほか９款であり、予算現額６，２８０億７，４４１万余円、

収入済額４，６７７億３，４１１万余円、比較減額１，６０３億４，０３０万余円、収入率７

４．５％である。 

     また、第９款財産収入（項：財産運用収入）において、収入未済額（２，４２４万余円）が、

第１２款諸収入（項：延滞金及加算金、項：弁償金及報償金、項：雑入）において、収入未済

額（２５４万余円）が生じている。 
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（主な内容）                             （単位：千円） 

減税補てん特別交付金の収入 

（款）地方特例

交付金 

（項）地方特例交付金 （目）減税補てん特別交付金 58,440,464

不動産を売り払った収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 17,578,232

宝くじの発売益金、時効益金及び運用利益金収入 

（款）諸収入 （項）収益事業収入 （目）宝くじ収入 69,819,788

道路補修費等に要する土木債収入 

（款）都債 （項）都債 （目）土木債 81,117,245

 

イ 歳 出                            （単位：千円、％） 

科目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総 務 費 11,198,000 9,324,626 0 1,873,373 83.3

公 債 費 628,121,000 628,118,535 0 2,464 100.0

諸 支 出 金 790,544,185 789,055,129 0 1,489,055 99.8

予 備 費 5,000,000 0 0 5,000,000 0 

計 1,434,863,185 1,426,498,291 0 8,364,893 99.4

歳出は、第２款総務費ほか３款で８項１５目に区分し執行しており、予算現額１兆４，３４

８億６，３１８万余円、支出済額１兆４，２６４億９，８２９万余円、不用額８３億６，４８

９万余円、執行率９９．４％である。 

（主な内容）                             （単位：千円） 

都債の元金、利子及び減債基金積立金等の公債費会計への繰出しに要したもの 

（款）公債費 （項）公債費 （目）公債費会計繰出金 628,118,535

法人事業税国税化対策特別基金への積立てに要したもの 

（款）諸支出金 （項）財産費 （目）法人事業税国税化対策特別

基金積立金 

218,473,724

公営企業会計に対する経費補給及び出資金に要したもの 

（款）諸支出金 （項）他会計支出金 （目）公営企業会計支出金 278,194,124

 

（２）用地会計 

この会計は、公園、河川の整備等を円滑に推進するための用地の先行取得に関する収支を経

理するものである。 

財源は、財産売払収入（事業局へ引き継いだ用地の引取経費及び償還金）、一般会計繰入金、
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都債等を合わせた９１５億余円であり、都債の償還、用地買収等に要する経費として８１５億

余円を支出している。 

ア 歳 入  

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 
不  納 

欠損額 

収  入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度     92,684     91,560     91,560         0         0 △   1,123    98.8

平成１８年度    113,444    118,589    118,589         0         0 5,144   104.5

額 △  20,760 △  27,028 △  27,028         0         0   比  較 

増(△)減 率 △   18.3 △   22.8 △   22.8      －      －   

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

財 産 収 入 27,228,888 31,332,986 4,104,098 115.1 

繰 入 金 39,716,000 39,349,639 △      366,360 99.1 

諸 収 入 114 2,781 2,667 － 

都   債 24,731,000 14,611,538 △   10,119,461 59.1 

繰 越 金 1,008,021 6,263,955 5,255,934 621.4 

計 92,684,023 91,560,901 △    1,123,121 98.8 

歳入は、第１款財産収入ほか４款であり、予算現額９２６億８，４０２万余円、収入済額９１５

億６，０９０万余円、比較減額１１億２，３１２万余円、収入率９８．８％となっている。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

先行取得用地の不動産売払収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 31,330,328

公共用地先行取得債の元利償還金及び用地買収費等の収入 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 39,349,639

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度          92,684 81,599 214 10,870 88.0 

平成１８年度         113,444         112,325             433            686      99.0 

額 △       20,760 △       30,726 △          218          10,183  比  較 

増(△)減 率 △        18.3 △        27.4 △        50.3 －  
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（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

用 地 費 92,684,023 81,599,101 214,563 10,870,358 88.0

歳出は、第１款用地費の１項１目で執行しており、予算現額９２６億８，４０２万余円、支出済

額８１５億９，９１０万余円、翌年度繰越額２億１，４５６万余円、不用額１０８億７，０３５万

余円、執行率８８．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費１億８，９６３万余円、事故繰越２，４９２万余円で、主な内容は、

用地取得に係る補償費等である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

公共用地の先行取得に要したもの 

（款）用地費 （項）用地買収費 （目）諸用地先行取得費 81,599,101

 

（３）公債費会計 

この会計は、一般会計、特別会計及び公営企業会計における都債の発行・償還等に関する収支を

一括計上し、経理するものである。 

財源は、各会計からの繰入金等１兆９，５７１億余円であり、各会計における都債の元利償還等

に要する経費として同額を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 
不  納 

欠損額 

収  入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度   1,964,051  1,957,111  1,957,111        0        0 △   6,939    99.6

平成１８年度    2,346,494   2,345,526   2,345,526        0        0 △     967   100.0

額 △   382,443 △  388,414 △  388,414        0        0   比  較 

増(△)減 率 △     16.3 △    16.6 △    16.6     －     －   

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

財 産 収 入 2,526,509 4,364,980 1,838,471 172.8

繰 入 金 1,597,797,825 1,589,253,062 △   8,544,762 99.5

諸 収 入 666 2,774 2,108 416.5

都   債 363,726,000 363,491,086 △    234,913 99.9

計 1,964,051,000 1,957,111,905 △    6,939,094 99.6

歳入は、第１款財産収入ほか３款であり、予算現額１兆９，６４０億５，１００万円、収入済額
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１兆９，５７１億１，１９０万余円、比較減額６９億３，９０９万余円、収入率９９．６％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

元金償還金等に要した一般会計からの繰入収入 

（款）繰入金 （項）繰入金 （目）一般会計繰入金 628,118,535

借換債による都債の収入 

（款）都債 （項）都債 （目）一般会計借換債 344,853,646

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度       1,964,051       1,957,111               0          6,939      99.6 

平成１８年度       2,346,494       2,345,526               0            967     100.0 

額 △      382,443 △      388,414               0      5,971  比  較 

増(△)減 率 △        16.3 △        16.6            －      617.5  

 

（イ）内訳                               （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

公 債 費 1,964,051,000 1,957,111,905 0 6,939,094 99.6

歳出は、第１款公債費で１項５目に区分し執行しており、予算現額１兆９，６４０億５，１００

万円、支出済額１兆９，５７１億１，１９０万余円、不用額６９億３，９０９万余円、執行率９９．

６％である。 

（ウ）主な内容                               （単位：千円） 

都債の元金償還金に要したもの 

（款）公債費 （項）公債費 （目）元金償還金 1,270,780,066

都債の利子償還金に要したもの 

（款）公債費 （項）公債費 （目）利子償還金 242,363,318

都債償還に係る減債基金への積立金に要したもの 

（款）公債費 （項）公債費 （目）減債基金積立金 436,773,462
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土   地 

建   物 

無体財産権 

有 価 証 券 

 

出資による権利 

不動産の信託の受益権 

２ 物  品 

３ 債  権 

４  基  金 

 

5,570,886.87 ｍ２

451,754.31 ｍ２

著作権          ２ 件

株券 

1,724,328,880 円

11,000,000 円

３ 件

７８ 点

250,552,295 円

1,740,257,330,012 円

 

5,267,801.65 ｍ２

477,528.19 ｍ２

著作権          ２ 件

株券 

1,724,328,880 円

11,000,000 円

３ 件

１２０ 点

313,092,016 円

1,065,241,162,211 円

 

       303,085.22 ｍ２

△     25,773.88 ｍ２

０ 件 

           0 円 

             0 円 

           ０ 件  

△          ４２ 点 

△      62,539,721 円 

        675,016,167,801 円 

財務局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

      ・土地の増加は、八王子市弐分方町の土地（２６万７，６７１．６０ｍ２）の都市整備局からの引継

ぎなどにより増加したことによるもの 

    ・建物の減少は、九段高等学校（１万４，０７２．４２ｍ２）の売払いなどにより減少したことによ

るもの 

     ・物品の減少は、彫塑を生活文化スポーツ局へ所属換えしたほか、庁有車を売り払ったことによる

もの 

 ・債権の減少は、土地売払代金の延納分の返還によるもの 

    ・基金の増加は、減債基金（３，０４１億７，８２４万余円）、財政調整基金（４１１億６，８８１

万余円）、社会資本等整備基金（１００億９，８３５万余円）及び東京オリンピック開催準備基金

（１，０１０億９，７０３万余円）が、それぞれ増加したほか、新たに法人事業税国税化対策特

別基金（２，１８４億７，３７２万余円）を積み立てたことによるもの 

である。 
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主 税 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

地方消費税清算会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

  主 税 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、主税局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

  ア  物品について 

  （ア）物品２点（電話交換機、警報装置）が登載漏れとなっている。 

 

２ 事業執行等について 

  特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

都          税     5,492,776,080     5,509,508,009        16,731,929      100.3 

地 方 譲 与 税         3,552,898         3,459,591   △      93,306      97.4 

助 成 交 付 金            22,230            22,173   △     57       99.7 

使用料及手数料           423,946            385,766   △        38,179     91.0 

国 庫 支 出 金       26,950       8,532  △    18,418    31.7 

財 産 収 入               399             7,999              7,600       － 

繰  入  金             1,000             2,677             1,677     267.7 

諸  収  入         9,884,018         9,854,844  △    29,173      99.7 

計     5,506,687,521     5,523,249,595          16,562,074      100.3 

歳入は、第１款都税ほか７款であり、予算現額５兆５，０６６億８,７５２万余円、収入済

額５兆５,２３２億４，９５９万余円、比較増額１６５億６，２０７万余円、収入率１００．

３％である。 

なお、第１款都税(項：都民税ほか１１項)において、不納欠損額（１３０億４，８７２万余

円）及び収入未済額（１，０６６億２，５５３万余円）が、第１２款諸収入(項：延滞金及加

算金ほか１項)において、不納欠損額（２５億２，１３７万余円）及び収入未済額（１８８億

４，０２７万余円）が生じている。 

（主な内容）                             （単位：千円） 

法人都民税 

（款）都税 （項）都民税 （目）法人 1,166,285,425

法人事業税 

（款）都税 （項）事業税 （目）法人 1,449,966,624

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

徴   税   費    95,000,000    91,275,868             0   3,724,131     96.1 

諸 支 出 金    82,078,508    76,061,860             0   6,016,647     92.7 

計   177,078,508   167,337,729             0   9,740,778     94.5 
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歳出は、第３款徴税費ほか１款で５項９目に区分し執行しており、予算現額１，７７０億

７，８５０万余円、支出済額１，６７３億３，７７２万余円、不用額９７億４，０７７万余円、

執行率９４．５％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

個人都民税徴収取扱等に対する交付金等に要したもの 

（款）徴税費 （項）徴収費 （目）徴収事務費 47,991,787

都税の過誤納に係る還付金等に要したもの 

（款）諸支出金 （項）諸 費 （目）過誤納還付金 73,636,590

 

（２）地方消費税清算会計 

この会計は、各都道府県間において消費地と課税地を一致させるために行う地方消費税の清

算に関する収支を経理するものである。 

国から払い込まれる清算前の地方消費税６，８９３億余円、各道府県から支払われる清算金

２，５３８億余円等を合わせた１兆４１５億余円を収入し、各道府県に支払う清算金６，０６

５億余円、一般会計への繰出金３，４８８億余円等を支出している。 

ア 歳 入 

    （ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 
欠損額 

収  入 
未済額 

予算現額に
対する収入
済額の増減

収入率

平成１９年度  1,136,747  1,041,527  1,041,527     0     0 △  95,219   91.6

平成１８年度  1,172,339  1,093,443  1,093,443     0        0 △  78,895   93.3

額 △  35,592 △  51,915 △  51,915     0        0   比  較 
増(△)減 率 △  3.0 △    4.7 △    4.7      －       －   

  

    （イ）内訳                             （単位：千円、％） 

 科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

地 方 消 費 税      795,456,000      689,336,287  △  106,119,712      86.7 

諸  収  入      241,733,000      253,849,243       12,116,243     105.0 

繰  越  金       99,558,000       98,342,218 △    1,215,781        98.8 

計    1,136,747,000    1,041,527,749  △   95,219,250      91.6 

歳入は、第１款地方消費税ほか２款であり、予算現額１兆１，３６７億４，７００万円、収

入済額１兆４１５億２,７７４万余円、比較減額９５２億１，９２５万余円、収入率９１．６％

となっている。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

国から払い込まれる地方消費税 

（款）地方消費税 （項）地方消費税 （目）地方消費税 689,336,287 

清算によって他の道府県から払い込まれる地方消費税清算金収入 

（款）諸 収 入 （項）地方消費税

精算金収入

（目）地方消費税

精算金収入

253,846,565 

 

イ 歳 出 

    （ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

平成１９年度      1,036,251         958,054             0     78,196     92.5 

平成１８年度      1,073,588        995,101             0     78,486     92.7 

額 △    37,337 △       37,046             0 △   290  比  較 

増(△)減 率 △     3.5 △         3.7            － △   0.4  

 

 

（イ）内訳                                （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

地方消費税清算費  1,036,251,000   958,054,608            0   78,196,391    92.5 

歳出は、第１款地方消費税清算費で１項３目に区分し執行しており、予算現額１兆３６２億

５，１００万円、支出済額９，５８０億５，４６０万余円、執行率９２．５％である。  

（ウ）主な内容                                （単位：千円）      

消費地と課税地を一致させるための調整に係る関係道府県との清算に要したもの 

（款）地方消費税清算費 （項）地方消費税清算費 （目）地方消費税清算金 606,534,745

清算後の地方消費税収入額等について一般会計への繰出しに要したもの 

（款）地方消費税清算費 （項）地方消費税清算費 （目）一般会計繰出金 348,887,216
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土     地 

建     物 

出資による権利 

２ 物  品 

 

     48,957.87 ｍ２

       101,838.68 ｍ２

      300,200,000 円

           １３０ 点

 

        54,259.36 ｍ２ 

 

       107,055.91 ｍ２ 

 

      300,200,000 円 

           １４５ 点 

 

 △    5,301.49 ｍ２

 △    5,217.23 ｍ２

              0 円

 △     １５ 点

主税局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、青梅都税支所の敷地（５，５２３．７６ｍ２ 

 ）を産業労働局に所管換したこ

とによるもの 

・建物の減少は、青梅都税支所の建物（６，９８３．１２ｍ２ 

 ）を産業労働局に所管換したこ

とによるもの 

・物品の減少は、青梅都税支所（電話交換機等）から産業労働局に所属換えしたことによるも

の 

である。 
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生 活 文 化 ス ポ ー ツ 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

２ 実地審査場所 

   生活文化スポーツ局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、生活文化スポーツ局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

  などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

 （１）財産管理 

   ア 物品について 

   （ア）物品１点（フリーローラー）が登載漏れとなっている。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

使用料及手数料        1,699,142        1,516,429  △       182,712      89.2 

国 庫 支 出 金       16,825,755       16,640,459  △       185,295      98.9 

財 産 収 入           67,453           57,987  △         9,465      86.0 

諸  収  入        1,250,626        1,301,182            50,556     104.0 

計       19,842,976       19,516,058  △       326,917      98.4 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額１９８億４，２９７万余円、収入

済額１９５億１，６０５万余円、比較減額３億２，６９１万余円、収入率９８．４％である。 

なお、第９款財産収入（項：財産運用収入）において、収入未済額（２３万余円）が、第１

２款諸収入（項：貸付金元利収入）において、不納欠損額（２２４万余円）及び収入未済額（７

億２，８０５万余円）が、同款（項：雑入）において、不納欠損額（８８万余円）及び収入未

済額（２，６３０万余円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

旅券発給等の手数料 

(款)使用料及手数料 (項)手 数 料 (目)生活文化スポーツ手数料    1,447,355 

私立高等学校経常費助成等に係る学務費国庫補助金 

(款)国 庫 支 出 金 (項)国 庫 補 助 金 (目)学 務 費 国 庫 補 助 金   16,619,597 

育英資金返還金 

(款)諸 収 入 (項)貸付金元利収入 (目)学務費貸付金元利収入      991,386 

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

生活文化スポーツ費    42,312,000    40,524,112            0    1,787,887     95.8 

学  務  費   132,050,000   129,593,107            0    2,456,892     98.1 

計   174,362,000   170,117,220            0    4,244,779     97.6 

歳出は、第４款生活文化スポーツ費ほか１款で３項１０目に区分し執行しており、予算現額

１，７４３億６，２００万円、支出済額１，７０１億１，７２２万余円、不用額４２億４，４

７７万余円、執行率９７．６％である。 
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（主な内容）                               （単位：千円） 

江戸東京博物館等文化施設の運営等に要したもの 

(款)生活文化スポーツ費 (項)生活文化スポーツ費 (目)文 化 振 興 費    7,514,078 

体育の振興、体育施設の整備等に要したもの 

(款)生活文化スポーツ費 (項)生活文化スポーツ費 (目)スポーツ振興費    3,073,752 

私立学校経常費補助等に要したもの 

(款)学   務   費 (項)私 立 学 校 振 興 費 (目)助  成  費  127,369,437 

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土     地 

建     物 

物     権 

無 体 財 産 権 

 

有 価 証 券 

 

出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

 

125,272.02 ｍ２

 

347,068.44 ｍ２

 

地上権   1,020.61 ｍ２

 

著作権         ６ 件

商標権       １３ 件

株券 

      675,000,000 円

      635,000,000 円

       ３，６４６ 点

8,375,475,528 円

   20,122,217,534 円

 

       107,758.11 ｍ２ 

 

       222,845.94 ｍ２ 

 

地上権   1,020.61 ｍ２ 

 

著作権         ２ 件 

商標権       ２２ 件 

株券 

     695,000,000 円 

      447,000,000 円 

       ３，１１８ 点 

9,481,729,223 円 

                0 円 

 

       17,513.91 ｍ２

       124,222.5 ｍ２

               0 ｍ２

        ４ 件

 △           ９ 件

 

 △   20,000,000 円

     188,000,000 円

          ５２８ 点

△1,106,253,695 円

  20,122,217,534 円

生活文化スポーツ局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

   ・土地の増加は、東京体育館の土地を教育庁から所管換したことによるもの 

   ・建物の増加は、東京体育館（４万５，２５１．８９ｍ２ 

 ）ほか３施設を教育庁から所管換した 

    ことによるもの 

・無体財産権（著作権）の増加は、男女平等普及推進ビデオ等を登録したことによるもの 

   ・無体財産権（商標権）の減少は、江戸東京博物館等のシンボルマークの権利が消滅したことに

よるもの 

   ・有価証券の減少は、株式会社日本文字放送の株式を売却したことによるもの 

・出資による権利の増加は、財団法人東京都スポーツ文化事業団に対する出えん金を教育庁から

所管換したことによるもの 

・物品の増加は、東京体育館ほか３施設の物品を教育庁から所属換えしたことなどによるもの 
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・債権の減少は、育英資金貸付金の返還等によるもの 

・基金の増加は、新たにスポーツ・文化振興交流基金（２０１億２，２２１万余円）を積み立て

たことによるもの 

である。 

 

イ 債権のうち貸付金の年度末残高                    （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成１９年度末残高 滞納（収入未済）額 

公衆浴場施設確保資金貸付金             ２５０，４４４                    ０

東京都交響楽団経営安定化資金貸付金        ８０，０００           ０

育英資金貸付金         ６，８０７，９９５        ６６４，８５３

進学奨励事業学資金貸付金             １５９，５０６          ６３，１９９

合      計        ７，２９７，９４６        ７２８，０５１

    ※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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都 市 整 備 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

      都営住宅等事業会計 

      都営住宅等保証金会計 

      都市開発資金会計 

多摩ニュータウン事業会計 

      臨海都市基盤整備事業会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

   都市整備局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、都市整備局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

  などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 
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第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書の計数は、次の一部を除き、誤りのないものと認められた。 

（１）決算計数 

ア 会計処理について 

（ア）一般会計 

  ① （款）諸収入（項）貸付金元利収入（目）都市整備費貸付金元利収入（生活再建資金）

の収入済額が 1万円過大に記載されている。 

② （款）諸収入（項）延滞金及加算金（目）延滞金（生活再建資金にかかる延滞金）の

収入済額が 1万円過小に記載されている。 

（イ）都営住宅等事業会計 

  ① （款）使用料及手数料（項）使用料（目）住宅使用料の還付未済金が１３５，６１０

円過小に記載、調定額が同額過大に記載されている。 

② （款）諸収入（項）雑入（目）共益費収入の還付未済金が４，６５２円過小に記載、

調定額が同額過大に記載されている。 

    

  （２）財産管理 

    ア 公有財産について 

    ＜建 物＞ 

 （ア）都営住宅２９，３３２．８７ｍ２ 

 （都営住宅１９棟）が過大に登載されている。 

イ 債権について 

（ア）貸付金４８５万６，９９５円（住宅建設資金融資あっせん制度による損失補償分）が 

   計上漏れとなっている。 

 



 - 70 -

 ２ 事業執行等について 

   事業執行等において、その一部に問題が認められたので、次のとおり意見を付す。 

（１）住宅建設資金あっせん制度に基づく損失補償について 

都市整備局は、個人住宅の取得の促進を図るため、昭和４７年度から平成１３年度までの間、

「東京都個人住宅建設資金融資あっせん制度要綱」により、資金が不足するために個人住宅を

取得することが困難な者に対し、個人住宅の取得に必要な資金の融資を金融機関にあっせんし

てきた。事業実施期間におけるあっせん実績は、表１のとおり、８万３，５１８人に対し、８，４

１２億６，６３１万円となっている。 

あっせんに当たっては、毎年度、金融機関と「住宅建設資金融資あっせんに関する契約書」

を締結し、利率等あっせんに必要な事項を定めている。 

要綱及び契約書によると、償還が一定期間以上滞り、回収が困難となった債権の残元金・延

滞後利息等を都が損失補償することとなっており、平成１９年度までに４４６件５１億１，８

６３万余円を補償している。 

そこで、損失補償の取り扱いについて見たところ、表２のとおり、局は、 

① 事業開始から平成１３年度までは、契約書に基づき、一定期間以上償還が滞って回収が困

難な債権を損失補償の対象とし、損失補償実施後、金融機関において保全回収が困難な債権

については、債権譲渡を受け、保全・回収を行っていた。 

② 平成１４年度から平成１７年度までは、破産法による免責を受けた債権のみを損失補償の

対象とするとともに、債権譲渡を受けないこととした。 

③ 平成１８年度から、一定期間以上償還が滞り、設定した抵当権を行使した債権を再び損失

補償の対象としたが、債権譲渡は受けないままとしている。 

この結果、各年度における損失補償の実施額、回収額は表３のとおりとなっている。 

ところで、契約書では、損失補償実施後の債権の取り扱いについて、「金融機関は、都から損

失補償金の支払いを受けた後も誠意を持ってその補償に係る債権の保全及び回収に努めるもの

とする。」と定めているが、金融機関は残元金、利息の補てんを受けた後であるから、積極的に

回収を行う経済的動機に欠けることとなる。したがって、損失補償実施後の債権は、局が回収

努力を行わなければ回収できない仕組みとなっている。 

今後とも、多額の損失補償が見込まれることから、損失補償実施額を最小限にするとともに、

損失補償実施後の債権を効率的に回収することが必要である。これにより、損失補償実施額か

ら回収額を差し引いた実質的な経費を最小限とすることができる。 

しかしながら、局は、損失補償の実施に当たり、抵当権の実行については確認しているもの

の、金融機関から回収可能性に係る情報を取得しておらず、また、損失補償実施後においても

回収の努力を行っていない。 

局は、住宅建設資金あっせん制度に基づく損失補償に係る経費が必要最小限となるよう方策

を検討されたい。 
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（表１）住宅建設資金あっせん制度による融資の状況 

（単位：人、千円） 

  人数 金額 

当初あっせん状況 ８３，５１８ ８４１，２６６，３１０ 

残元金 ５，７６３ ５７，９８１，５９６ 

損失補償実施額 ４４６ ５，１１８，６３５ 

償還終了 ７７，３０９ ７７８，１６６，０７９ 

 

（表２）損失補償の要件及び債権譲渡の取り扱い 

年度 
事業開始から 

平成１３年度まで 

平成１４年度から 

平成１７年度まで 
平成１８年度から 

損失補償の対象債権 

一定以上償還が滞って

回収が困難なもの 

破産法による免責を受

けたもの 

一定以上償還が滞り、

設定した抵当権を行使

したもの 

損失補償実施後の 

債権譲渡 

金融機関において保全

回収が困難な債権の譲

渡を受ける 

債権譲渡を受けない 

 

債権譲渡を受けない 

名称 

東京都個人住宅建設資

金融資あっせん制度要

綱 

損失補償制度の運用基

準について 

（住宅局長決定） 

東京都住宅建設資金融

資あっせん制度に係る

損失補償実施基準 

（都市整備局長決定） 

損失補償実施の

要件 

借受者が月賦償還及び

６か月償還に係る償還

金を引き続き３回以上

支払わないとき 

 

債務者等が裁判所へ破

産法による免責の申立

てを行い、免責決定が

確定したとき 

借受者が償還金を引き

続き６回以上支払わな

いときで、かつ債権に

ついて回収が困難と判

断される場合 

要

綱

・

基

準

等

に

よ

る

規

定

内

容 

債権の譲渡 

債権の保全及び回収が

困難又は不適当である

と認めるときは、損失

補償金を債権に充当す

ることができる。この

場合においては、当該

債権は、都が取得する。

損失補償を行う住宅ロ

ーン債権は免責債権で

あるため、債権を取得

しない。 

損失補償を受けた取扱

金融機関は、損失補償

を受けた後も善良なる

管理者の注意をもって

その債権の保全及び回

収に努め、これを回収

したときは、その回収

した額から回収のため

に要した費用を控除し

た額を都へ支払わなけ

ればならない。 
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（表３）損失補償の実施額、回収額 

（単位：人、百万円、％） 

損失補償 

実施額 

人数 金額 

損失補償 

実施額累計
回収額

回収額 

累計 

損失補償実

施額累計に

対する回収

額累計の率 

未回収の損失

補償残高に対

する年間回収

額の率 

年度 

 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｄ／Ｂ） （注）

昭和 49 年度 1 2 2 0 0 0  0  

昭和 52 年度 10 50 51 3 3 5.8 5.8 

昭和 53 年度 14 143 194 39 42 21.6 20.4 

昭和 54 年度 9 55 250 103 145 58.3 49.8 

昭和 55 年度 6 49 299 42 188 62.7 27.4 

昭和 56 年度 4 42 341 48 236 69.1 31.3 

昭和 57 年度 4 44 384 38 273 71.1 25.4 

昭和 58 年度 12 86 470 23 297 63.1 11.9 

昭和 59 年度 8 62 532 34 331 62.2 14.6 

昭和 60 年度 7 94 626 38 369 59.0 13.0 

昭和 61 年度 0 0 626 160 529 84.6 62.4 

昭和 62 年度 5 33 658 79 609 92.4 61.5 

昭和 63 年度 3 23 681 28 637 93.5 39.1 

平成元年度 0 0 681 39 676 99.3 89.6 

平成２年度 0 0 681 10 686 100.8 220.7 

平成３年度 4 23 703 3 689 98.0 15.5 

平成４年度 4 25 728 5 694 95.4 13.9 

平成５年度 4 33 761 11 706 92.8 17.2 

平成６年度 7 49 810 32 738 91.1 30.4 

平成７年度 5 56 866 4 741 85.6 2.9 

平成８年度 4 32 898 13 755 84.0 8.5 

平成９年度 5 32 930 26 781 84.0 15.1 

平成 10 年度 7 90 1,020 8 789 77.4 3.4 

平成 11 年度 28 242 1,261 33 822 65.1 6.9 

平成 12 年度 33 346 1,608 2 824 51.2 0.3 

平成 13 年度 40 521 2,128 0.6 824 38.7 0.05

平成 14 年度 4 54 2,182 12 836 38.3 0.88

平成 15 年度 14 109 2,291 0.5 837 36.5 0.04

平成 16 年度 19 264 2,555 0.8 837 32.8 0.04

平成 17 年度 25 276 2,831 0.9 838 29.6 0.05

平成 18 年度 61 924 3,756 0.9 839 22.3 0.03

平成 19 年度 99 1,363 5,119 1.2 840 16.4 0.03

（注）回収額(Ｃ) ／（ 損失補償実施額累計(Ｂ)－前年度回収額累計(Ｄ) ）
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金            70,654         1,131,271      1,060,617      － 

使用料及手数料         1,738,602         1,817,492          78,890      104.5 

国 庫 支 出 金        16,999,612        15,772,855 △    1,226,756       92.8 

財 産 収 入        24,121,961        23,681,861 △      440,099       98.2 

繰  入  金         5,429,255         4,746,323  △   682,931       87.4 

諸  収  入        32,294,770        33,019,478          724,708      102.2 

 

計        80,654,854        80,169,282  △     485,571      99.4 

歳入は、第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額８０６億５，４８５万余円、収入

済額８０１億６，９２８万余円、比較減額４億８，５５７万余円、収入率９９．４％である。 

なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、収入未済額（８２万余円）が、第９

款財産収入（項：財産運用収入、項：財産売払収入）において、不納欠損額（６，５０２万余

円）及び収入未済額（３億１，７１２万余円、うち再開発保留床売払代金３億１，６２９万余

円）が、第１２款諸収入（項：延滞金及加算金、項：貸付金元利収入、項：弁償金及報償金、

項：雑入）において、不納欠損額（４，５８３万余円）及び収入未済額（１２億８，１１５万

余円、うち生活再建資金貸付金２億８，７７６万余円、住宅資金貸付金２億４，８６４万余円、

売却年賦払利子３億８，９８８万余円、清算金２億４，５８１万余円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

東京都事務手数料条例等に基づく手数料収入 

（款）使用料及手数料 （項）手数料 （目）都市整備手数料 1,785,786

市街地再開発費等の国庫補助金収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）都市整備費国庫補助金 15,274,800

代替地等の売払代金収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 19,993,524

都市開発資金会計等からの繰入金収入 

（款）繰入金 （項）特別会計繰入金 （目）都市開発資金会計繰入金 4,224,043

首都高速道路整備事業貸付金等の貸付金元利収入 

（款）諸収入 （項）貸付金元利収入 （目）都市整備費貸付金元利収入 32,041,819
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イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

都 市 整 備 費   283,273,525   249,334,567     2,347,656    31,591,301     88.0 

諸 支 出 金        33,446        33,445             0            0    100.0 

計   283,306,971   249,368,012     2,347,656    31,591,302     88.0 

歳出は、第５款都市整備費ほか１款で６項２５目に区分し執行しており、予算現額２，８３

３億６９７万余円、支出済額２，４９３億６，８０１万余円、翌年度繰越額２３億４，７６５

万余円、不用額３１５億９，１３０万余円、執行率８８．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費２３億４，７６５万余円で、主な内容は、都市改造事業に要す

る経費である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

都市高速鉄道建設等の助成に要したもの 

（款）都市整備費 （項）都市基盤整備費 （目）都市基盤施設等助成費 81,063,853

都市改造事業に要したもの 

（款）都市整備費 （項）市街地整備費 （目）都市改造費 37,728,287

都営住宅等事業会計への繰出金等に要したもの 

（款）都市整備費 （項）住宅費 （目）管理費 30,276,067

優良民間賃貸住宅等利子補給助成事業及び民間住宅助成事業等に要したもの 

（款）都市整備費 （項）住宅費 （目）民間住宅対策費 9,139,001

都民住宅等の供給助成に要したもの 

（款）都市整備費 （項）住宅費 （目）都民住宅等供給助成費 31,829,812
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（２）都営住宅等事業会計 

この会計は、都営住宅等の建設及び管理に関する収支を経理するものである。 

財源は、住宅使用料、一般会計繰入金、国庫負担金、都債等を合わせた１，４６８億余円で

あり、都営住宅等の管理運営・公営住宅建設等に要する経費、公債費会計及び都営住宅等保証

金会計への繰出金等として１，４４８億余円を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 

欠損額 

収  入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度  157,653   150,460    146,858       253     3,350 △  10,794    93.2

平成１８年度  160,677   149,202    145,420       263     3,518 △  15,256    90.5

額 △  3,024     1,258     1,437 △     10 △    168   比  較 

増(△)減 率 △   1.9    0.8     1.0 △   3.8 △   4.8   

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金          68,119          88,443           20,324      129.8 

使用料及手数料     77,397,962       75,478,083  △     1,919,878       97.5 

国 庫 支 出 金     24,449,718       20,649,392  △     3,800,326       84.5 

財 産 収 入       1,297,837        1,361,270           63,433      104.9 

繰  入  金      31,714,068       29,565,810  △     2,148,257       93.2 

諸  収  入       5,101,083        5,586,429           485,346      109.5 

都     債      17,585,000       12,228,777  △     5,356,223       69.5 

繰  越  金          39,213        1,900,092         1,860,879       － 

計     157,653,000      146,858,298  △    10,794,701       93.2 

歳入は、第１款分担金及負担金ほか７款であり、予算現額１，５７６億５，３００万円、収

入済額１，４６８億５，８２９万余円、比較減額１０７億９，４７０万余円、収入率９３．２％

である。 

なお、第２款使用料及手数料（項：使用料）において、不納欠損額（２億３，５４５万余円）

及び収入未済額（２９億１，１３７万余円）が、第４款財産収入（項：財産運用収入）におい

て、収入未済額（８８０万余円）が、第６款諸収入（項：貸付金元利収入、項：雑入）におい

て、不納欠損額（１，７６１万余円）及び収入未済額（４億２，９９０万余円、うち退去時の

原状回復に係る居住者負担金１億８，１３３万余円）が生じている。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都営住宅等の使用料収入 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）住宅使用料 75,477,833

公営住宅建設事業等の国庫負担金 

（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）国庫負担金 20,400,374

都営住宅等事業に充当する一般会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 29,463,810

都営住宅等事業に対する都債収入 

（款）都債 （項）都債 （目）住宅債 12,228,777

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度      157,653         144,838           5,478       7,336        91.9 

平成１８年度      160,677         143,520           2,943      14,213        89.3 

額 △     3,024          1,317          2,535 △    6,876  比  較 

増(△)減 率 △      1.9           0.9    86.1 △    48.4  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

都営住宅等事業費   157,653,000   144,838,386    5,478,000   7,336,613       91.9 

歳出は、第１款都営住宅等事業費で１項５目に区分し執行しており、予算現額１，５７６億

５，３００万円、支出済額１，４４８億３，８３８万余円、翌年度繰越額５４億７，８００万

円、不用額７３億３，６６１万余円、執行率９１．９％である。 

    翌年度繰越額は、繰越明許費５４億７，８００万円で、公営住宅建設等に要する経費である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都営住宅等の管理運営に要したもの 

（款）都営住宅等事業費 （項）都営住宅等事業費 （目）住宅管理費 41,271,415

公営住宅建設等に要したもの 

（款）都営住宅等事業費 （項）都営住宅等事業費 （目）住宅建設費 38,725,760

公債費会計及び都営住宅等保証金会計へ繰り出したもの 

（款）都営住宅等事業費 （項）都営住宅等事業費 （目）特別会計繰出金 54,951,781
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（３）都営住宅等保証金会計 

この会計は、都営住宅、特定公共賃貸住宅等の保証金（敷金）及び定期借地権設定に係る保

証金に関する収支を経理するものである。 

財源は、前年度からの繰越金、都営住宅等事業会計繰入金、保証金収入等を合わせた７２億

余円であり、住宅退去者への保証金返還金及び都営住宅団地環境整備等に要する経費として５

億余円を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 

欠損額 

収  入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度     6,281     7,209      7,208          0          0        927  114.8 

平成１８年度     7,633     7,641      7,640          0          0          7  100.1 

額 △ 1,352 △   432 △   432          0          0   比  較 

増(△)減 率 △ 17.7 △ 5.7 △  5.7        －       －   

   

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

保証金収入         1,227,000         1,170,860  △        56,139      95.4 

繰  入  金          2,764,000         2,756,772  △         7,228      99.7 

諸  収  入              5,000            14,326             9,326     286.5 

繰  越  金          2,285,000         3,266,621        981,621     143.0 

計          6,281,000         7,208,580        927,580     114.8 

歳入は、第１款保証金収入ほか３款であり、予算現額６２億８，１００万円、収入済額７２

億８５８万余円、比較増額９億２，７５８万余円、収入率１１４．８％である。 

なお、第１款保証金収入（項：住宅保証金収入）において、収入未済額（６４万余円）が生

じている。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都営住宅の保証金収入 

（款）保証金収入 （項）住宅保証金収入 （目）都営住宅保証金収入 396,058

定期借地権設定に係る保証金収入 

（款）保証金収入 （項）定期借地権保証金収入 （目）定期借地権保証金収入 716,087

都営住宅保証金から貸付けした地域開発設備資金等の返還金収入 

（款）繰入金 （項）都営住宅等事業会計 

繰入金 

（目）貸付金元金返還繰入金 2,667,600
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イ 歳 出 

（ア）対前年度比                        （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率  

平成１９年度          731           594             0            136        81.3  

平成１８年度        5,507          4,373             0          1,133        79.4  

額 △   4,776 △    3,779            0  △       996  比  較 

増(△)減 率 △    86.7 △     86.4           －  △     87.9  

 

 

（イ）内訳                            （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

返 還 金        629,000        492,795              0   136,204     78.3 

繰 出 金       102,000       102,000              0         0    100 

計       731,000       594,795              0  136,204     81.4 

歳出は、第１款返還金ほか１款で２項４目に区分し執行しており、予算現額７億３，１００

万円、支出済額５億９，４７９余円、不用額１億３，６２０万余円、執行率８１．４％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

都営住宅退去者に対する保証金返還に要したもの 

（款）返還金 （項）住宅保証金返還金 （目）都営住宅保証金返還金 433,347

都営住宅団地環境整備の経費として都営住宅等事業会計へ繰り出したもの 

（款）繰出金 （項）繰出金 （目）都営住宅等事業会計 

繰出金 

102,000
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（４）都市開発資金会計 

この会計は、既成市街地の計画的な整備改善を図るため、国から資金を借り受けて行う都市

施設用地の先行取得事業に関する収支を経理するものである。 

財源は、一般会計からの繰入金（都市施設用地の買収に要した経費の借入金に係る償還のた

めの元金・利子）、土地売払収入等を合わせた６２億余円であり、公債費会計繰出金（国への借

入金の償還のための元金・利子）、一般会計への繰出金（先行取得した用地に係る売払代金等）

等に要する経費として同額を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                        （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 

欠損額 

収  入 

未済額 

予算現額に 

対する収入 

済額の増減 

収入率

平成１９年度    7,417     6,216      6,216          0           0 △   1,200    83.8 

平成１８年度    4,361     3,330      3,330          0           0 △   1,031    76.4 

額    3,055     2,886     2,886          0           0  比  較 

増(△)減 率   70.1     86.7     86.7       －       －   

 

（イ）内訳                            （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

財 産 収 入          4,543,260          4,363,530  △      179,729       96.0 

繰  入  金          1,873,303          1,852,635  △       20,667       98.9 

諸  収  入                878                782  △           95       89.1 

都     債          1,000,000                  0  △    1,000,000        0 

繰  越  金                  1                  0  △            1        0 

 

計          7,417,442          6,216,948  △    1,200,493       83.8 

歳入は、第１款財産収入ほか４款であり、予算現額７４億１，７４４万余円、収入済額６２

億１，６９４万余円、比較減額１２億４９万余円、収入率８３．８％である。 

（ウ）主な内容                            （単位：千円） 

都市施設用地の売却収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）土地売払収入 4,349,556

都市施設用地の買収に係る借入金償還のための一般会計繰入金 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 1,852,635
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イ 歳 出 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度        7,417         6,216              0           1,200      83.8  

平成１８年度        4,361         3,330              0           1,031      76.4  

額       3,055        2,886              0            168   比  較 

増(△)減 率       70.1        86.7            －         16.3    

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率  

用 地 費     7,417,442     6,216,948            0    1,200,493     83.8 

歳出は、第１款用地費で１項３目に区分し執行しており、予算現額７４億１，７４４万余円、

支出済額６２億１，６９４万余円、不用額１２億４９万余円、執行率８３．８％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

先行取得した用地に係る売却収入を一般会計へ繰り出したもの 

（款）用地費 （項）用地費 （目）一般会計繰出金 4,224,043

都市施設用地の買収に要した経費の借入金に係る償還のための元金・利子を公債費会計へ繰り

出したもの 

（款）用地費 （項）用地費 （目）公債費会計繰出金 1,992,215

 

（５）多摩ニュータウン事業会計  

この会計は、多摩ニュータウン事業（宅地の販売等）に関する収支を経理するものである。 

財源は、保留地等の財産売払収入、一般会計繰入金、前年度からの繰越金等を合わせた３１

７億余円であり、宅地販売事業に要する経費、都債の償還に要する経費等として１９６億余円

を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額 
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度  20,447 31,795 31,773          0 22 11,326 155.4 

平成１８年度  34,807 41,465 41,438          0 26  6,631 119.1 

額 △14,360 △ 9,669  △   9,665          0 △     4  比  較 

増(△)減 率 △ 41.3 △ 23.3  △   23.3       － △ 15.4   
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（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金                 1                 0  △            1       0 

使用料及手数料               207            20,392           20,185       － 

国 庫 支 出 金            45,360            36,933  △        8,427      81.4 

財 産 収 入         7,271,439        11,791,504        4,520,065     162.2 

繰  入  金        13,111,245        13,111,245                0     100 

諸  収  入            18,747            21,736            2,989     115.9 

繰  越  金              1         6,791,646        6,791,645      － 

計        20,447,000        31,773,458       11,326,458     155.4 

歳入は、第１款分担金及負担金ほか６款であり、予算現額２０４億４，７００万円、収入済

額３１７億７，３４５万余円、比較増額１１３億２，６４５万余円、収入率１５５．４％であ

る。 

なお、第６款諸収入（項：弁償金及報償金、項：雑入）において、収入未済額（２，２３５

万余円）が生じている。 

（ウ）主な内容                            （単位：千円） 

宅地の売払収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）土地売払収入 10,518,742

一般会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 13,111,245

 

イ 歳  出 

（ア）対前年度比                        （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度   20,447 19,698              0 748 96.3 

平成１８年度   34,807 34,647              0 159 99.5 

額 △  14,360 △    14,949              0            589  比  較 

増(△)減 率 △   41.3 △    43.1              －         370.4  

 

（イ）内訳                            （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

ニュータウン事業費    20,447,000    19,698,012           0     748,987     96.3 

歳出は、第１款ニュータウン事業費で１項４目に区分し執行しており、予算現額２０４億

４，７００万円、支出済額１９６億９，８０１万余円、不用額７億４，８９８万余円、執行率

９６．３％である。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

宅地販売事業に要したもの 

（款）ニュータウン

事業費 

（項）ニュータウン事業費 （目）宅地販売事業費 349,399

都債の償還に要したもの 

（款）ニュータウン

事業費 

（項）ニュータウン事業費 （目）公債費会計繰出金 18,909,680

 

（６）臨海都市基盤整備事業会計 

この会計は、臨海副都心の開発整備に必要な都心部と副都心部を結ぶ広域幹線道路等の整備

を行い、併せて晴海、豊洲、有明北地区の開発整備を土地区画整理事業で行う臨海都市基盤整

備事業に関する収支を経理するものである。 

財源は、中央卸売市場会計及び臨海地域開発事業会計からの繰入金、前年度からの繰越金等

を合わせた３０４億余円であり、臨海都市基盤整備事業に要する経費等として１２０億余円を

支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 

予算現額 調定額 収入済額
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度 49,105 30,429 30,429          0          0 △  18,675 62.0 

平成１８年度 61,254 39,838 39,838          0          0 △  21,416 65.0 

額 △ 12,149 △   9,408 △   9,408          0          0   比  較 

増(△)減 率 △  19.8 △   23.6 △   23.6       －       －   

 

（イ）内訳                               （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金            42,176           14,991  △      27,184     35.5 

使用料及手数料                 2            3,092           3,090      － 

財 産 収 入          1           20        19      － 

繰  入  金         7,930,245        3,703,813  △   4,226,431     46.7 

諸  収  入                 2           1,364       1,362      － 

繰  越  金        41,132,943        26,706,571  △  14,426,371     64.9 

計        49,105,369       30,429,855  △  18,675,513     62.0 
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歳入は、第１款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額４９１億５３６万余円、収入済額

３０４億２，９８５万余円、比較減額１８６億７，５５１万余円、収入率６２．０％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

中央卸売市場会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）公営企業会計繰入金 （目）中央卸売市場会計繰入金 1,809,660

臨海地域開発事業会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）公営企業会計繰入金 （目）臨海地域開発事業会計繰入金 1,555,988

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                            （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度 21,556 12,081      1,781 7,694 56.0 

平成１８年度 20,391 13,131 923 6,336 64.4 

額      1,165 △     1,050            857       1,358  比  較 

増(△)減 率        5.7 △      8.0          92.8       21.4   

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

臨海都市基盤整備費    21,556,657     12,081,179      1,781,265   7,694,212    56.0 

歳出は、第１款臨海都市基盤整備費で１項３目に区分し執行しており、予算現額２１５億

５，６６５万余円、支出済額１２０億８，１１７万余円、翌年度繰越額１７億８，１２６万余

円、不用額７６億９，４２１万余円、執行率５６．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費１７億８，１２６万余円で、その内容は、街路整備等に要する

経費である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

豊洲地区及び有明北地区等の臨海都市基盤整備事業に要したもの 

（款）臨海都市基盤整備費 （項）臨海都市基盤整備費 （目）開発費 7,801,557
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 ２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区  分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減  

１ 公有財産 

  土   地 

  建   物 

  物   権 

  無体財産権 

  有 価 証 券 

 

  出資による権利 

 不動産の信託の受益権

２ 物  品 

３ 債  権 

 

     19,824,303.56 ｍ２

 

     17,999,688.81 ｍ２

 

 地上権   2,035.90 ｍ２

 

 著作権         ３ 件 

 株券 

   134,459,799,500 円 

   226,989,972,200 円 

                １ 件 

            ２５８ 点 

 1,139,891,587,370 円 

 

     19,882,191.09 ｍ２

 

     18,023,992.50 ｍ２

 

           0 ｍ２

 

 著作権         ３ 件 

 株券 

    132,736,799,500 円 

    218,908,972,200 円 

                １ 件 

            ２５９ 点 

 1,094,766,277,446 円 

 

  △    57,887.53 ｍ２

 

  △    24,303.69 ｍ２

 

        2,035.90 ｍ２

 

               ０ 件 

 

    1,723,000,000 円 

    8,081,000,000 円 

               ０ 件 

 △         １ 点 

45,125,309,924 円 

   都市整備局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、西部住宅建設事務所の敷地（２，２４９．１８ｍ２ 

 ）を購入したことなどによ

り増加したものの、多摩ニュータウン事業会計の事業用地（６３，８９９．２９ｍ２ 

 ）を売却

したことなどによるもの 

  ・建物の減少は、板橋清水町アパート（１号棟）（１１，３６４．５ｍ２ 

 ）を新築したことなど

により増加したものの、村山第一住宅（２５，８４２．８８ｍ２ 

 ）を除却したことなどによる

もの 

   ・物権の増加は、目黒清水町アパート（７５７．４８ｍ２ 

 ）、入谷一丁目アパート（１，２７８. 

    ４２ｍ２ 

 ）の地上権を取得したことによるもの 

   ・有価証券（株券）の増加は、東京臨海高速鉄道株式会社に対し出資したことによるもの 

   ・出資による権利の増加は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し出資したこと

によるもの 

   ・物品の減少は水圧測定器の廃棄によるもの 

・債権の増加は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対する貸付金（１８７億７，８

２８万余円）等が減少したものの、東京都住宅供給公社貸付及補助事業貸付金（３０３億２，９

３２万余円）等が増加したことなどによるもの 

である。 
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   イ 債権のうち貸付金の年度末残高                    （単位:千円） 

貸付金の種類（名称） 平成１９年度末残高 滞納（収入未済）額 

独立行政法人日本高速道路保有・債務

返済機構貸付金 
１７１，６６３，１６７                  ０ 

東京都地下鉄建設株式会社貸付金     ２０７，２５３，１８４                  ０ 

多摩都市モノレール株式会社貸付金       ２７，５００，０００                  ０ 

東京地下鉄株式会社貸付金       ２４，２１５，２１９                  ０ 

首都圏新都市鉄道株式会社貸付金     １２８，２４３，０６４                  ０ 

羽田空港再拡張事業貸付金       ５８，３４０，０００                  ０ 

首都高速道路株式会社貸付金    ７７，２１０，０００                  ０ 

東京都住宅供給公社貸付及補助事業

貸付金 
    ４３４，１３６，９３６                  ０ 

住宅資金貸付金             ４０７，７４８      ２４８，６４３ 

区画整理移転資金貸付金                ６，３４７            ０ 

生活再建資金貸付金     １，４２７，０９８     ２８７，７６３ 

多摩ニュータウン活性化事業貸付金             ２８８，８７５                  ０ 

土地区画整理組合等貸付金             ３０７，０００                  ０ 

合    計 １，１３０，９９８，６４０     ５３６，４０６ 

   ※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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環   境   局 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

 （２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   環 境 局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、環境局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか  

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

 （１）財産管理 

   ア 公有財産について 

   ＜建 物＞ 

   （ア）建物６．２９ｍ２ 

 （秩父多摩甲斐国立公園大塚山便所）が過大に登載されている。 

  

２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料        2,386,697        2,147,991  △       238,705       90.0 

国 庫 支 出 金          288,882          286,292  △         2,589       99.1 

財 産 収 入      66,887           72,369           5,482      108.2 

寄  附  金          100,000          108,000             8,000      108.0 

繰  入  金        5,000,000                0  △     5,000,000        0 

諸  収  入        4,742,164        3,888,202  △       853,961       82.0 

計      12,584,630        6,502,856  △     6,081,773       51.7 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか５款であり、予算現額１２５億８，４６３万円、収入済

額６５億２８５万余円、比較減額６０億８，１７７万余円、収入率５１．７％である。 

また、第７款使用料及手数料（項：手数料）において、不納欠損額（４，１００円）及び収

入未済額（２，４１５万余円）が、第１２款諸収入（項：延滞金及加算金、項：貸付金元利収

入）において、不納欠損額（４０万余円）及び収入未済額（２億１，８４６万余円）が、同諸

収入（項：雑入）において、不納欠損額（５，４９０円）及び収入未済額（９４７万余円）が

生じている。 

  （主な内容）                              （単位：千円） 

廃棄物処理手数料等の環境手数料 

（款）使用料及手数料 （項）手 数 料 （目）環境手数料 2,134,469

一般廃棄物埋立処分に対する受託事業費等の環境費受託事業収入 

（款）諸 収 入 （項）受託事業収入 （目）環境費受託事業収入 2,459,481

 

   イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

環  境  費    81,587,354    70,114,882       156,547  11,315,924     85.9 

諸 支 出 金         1,142         1,139             0           2     99.7 

計    81,588,496    70,116,021       156,547  11,315,927     85.9 

歳出は、第６款環境費ほか１款で、４項１２目に区分し執行しており、予算現額８１５億８，８

４９万余円、支出済額７０１億１，６０２万余円、翌年度繰越額１億５，６５４万余円、不用

額１１３億１，５９２万余円、執行率８５．９％である。 

    翌年度繰越額は、繰越明許費９５１万余円及び事故繰越１億４，７０３万余円で、内容は自 
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   然公園の整備に係る経費である。 

  （主な内容）                              （単位：千円） 

環境保全活動への支援、大気環境対策及び騒音振動対策等に要したもの 

（款）環境費 （項）環境保全費 （目）環境改善費 617,351

ディーゼル車規制の推進、ディーゼル車対策の支援策等に要したもの 

（款）環境費 （項）環境保全費 （目）自動車公害対策費 2,035,060

水環境対策、緑地保全策の推進、自然公園の管理等に要したもの 

（款）環境費 （項）環境保全費 （目）自然環境費 5,122,323

廃棄物の規制・指導、廃棄物の埋立処分等に要したもの 

（款）環境費 （項）廃棄物費 （目）廃棄物対策費 4,214,025
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 ２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土    地 

   建    物 

   山    林 

上記の立木 

推定蓄積量 

   動    産 

 

 

   物    権 

 

 

 

   無体財産権 

 

 

   有 価 証 券 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

   12,042,469.49 ｍ２ 

 

    83,711.07 ｍ２ 

 

2,797,719.45 ｍ２ 

 

32,941.00 ｍ３ 

 

船 舶      １隻 

( 41.71 総トン)

浮ドック       １個 

地上権 

  5,162,559.04 ｍ２ 

 

鉱業権 

14,067,200.00 ｍ２

 

特許権       １２ 件 

著作権         １ 件 

その他これらに準ずる権利            ３ 件 

株券  187,500,000 円 

     606,000,000 円 

          ７４４ 点 

   1,803,978,357 円 

50,241,121,917 円

 

   11,952,771.78 ｍ２ 

  

      85,436.64 ｍ２ 

  

   2,797,719.45 ｍ２ 

  

 

32,941.00 ｍ３ 

  

船 舶      １隻 

( 41.71 総トン) 

浮ドック       １個 

地上権 

  5,162,559.04 ｍ２ 

  

鉱業権 

 14,067,200.00 ｍ２ 

 

特許権       １１ 件 

著作権         １ 件 

その他これらに準ずる権利             ３ 件 

株券  187,500,000 円 

 606,000,000 円 

          ７５５ 点 

   2,294,178,195 円 

0 円 

  89,697.71 ｍ２ 

 

△    1,725.57 ｍ２ 

 

          0 ｍ２ 

 

           0 ｍ３ 

 

      ０隻 

（0総トン）

            ０個 

  

      0 ｍ２ 

 

 

           0 ｍ２ 

 

           １件 

      ０件 

０件 

            0 円 

            0 円 

 △       １１点 

 △ 490,199,838 円 

 50,241,121,917 円 

（注）土地の面積には、山林が含まれている。 

 

環境局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、小笠原国立公園敷地（１万８，２３１．９４ｍ２ 

 ）、八王子戸吹北保全用地等

（４万３，２５２．５６ｍ２ 

 ）を購入したことによるもの 

・建物の減少は、環境局職員研修所（１，８７０．０２ｍ２ 

 ）を都市整備局へ所管換したことに

よるもの 

・物品の減少は、環境局職員研修所の放送装置、スクリーン、エアコン等を廃棄したことなどに

よるもの 

・債権の減少は、保存樹林地等公有化資金貸付金（４億１，５２４万余円）及び公害防止資金貸

付金（７，４９５万余円）が返還されたことによるもの 
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・基金の増加は、新たに地球温暖化対策推進基金（５０２億４，１１２万余円）を積み立てたこ

とによるもの 

である。 

 

   イ 債権のうち貸付金の年度末残高                    （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成１９年度末残高 滞納（収入未済）額 

 公害防止資金貸付金     １，４３３，３０６    ２０１，２０９ 

 保存樹林地等公有化資金貸付金       ３７０，６７１          ０

 浄化槽点検業務委託に伴う事業資金貸付金                 １，４００         １，４００ 

合   計    １，８０５，３７８   ２０２，６０９ 

   ※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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福 祉 保 健 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

 （２）特別会計 

母子福祉貸付資金会計 

心身障害者扶養年金会計 

 （３）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   福祉保健局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、福祉保健局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア 公有財産について 

   ＜建 物＞ 

（ア）建物９８７.０９ｍ２ 

 （自立支援センター墨田寮）が過大に登載されている。 

イ 物品について 

（ア）物品１点（エアーコンディショナー室外機）が過大に登載されている。 
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２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金            372,150          404,059           31,909    108.6 

使用料及手数料         28,061,858       24,647,703 △     3,414,154     87.8 

国 庫 支 出 金         44,322,066       39,786,097 △     4,535,968     89.8 

財 産 収 入            276,879          257,895 △        18,983     93.1 

寄  附  金              1,000           32,611           31,611   － 

繰  入  金          3,585,082        1,430,089 △     2,154,992     39.9 

諸  収  入          7,163,840       11,503,184        4,339,344    160.6 

計         83,782,875       78,061,641 △     5,721,233     93.2 

歳入は、第６款分担金及負担金ほか６款であり、予算現額８３７億８，２８７万余円、収入

済額７８０億６，１６４万余円、比較減額５７億２，１２３万余円、収入率９３．２％である。 

また、第６款分担金及負担金（項：負担金）において、不納欠損額（７，３５４万余円、う

ち児童福祉施設の措置入所負担金３，１４２万余円）及び収入未済額（５億８，９０４万余円、

うち児童福祉施設の措置入所負担金２億９，１２４万余円）が、第７款使用料及手数料（項：

使用料、項：手数料）において、収入未済額（１億５６９万余円、うち老人医療センターの診

療報酬３，５２５万余円）が、第１２款諸収入（項：貸付金元利収入、項：弁償金及報償金、

項：雑入）において、不納欠損額（３，３４７万余円、うち女性福祉資金貸付金１７４万余円）

及び収入未済額（２７億４，３６５万余円、うち同和生業資金貸付金１０億７，３５７万余円）

が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

老人医療センター等における診療報酬等の収入 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）福祉保健使用料 23,414,118

障害者医療費等の国庫負担金 

（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）福祉保健費国庫負担金 23,151,925
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イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

福祉保健費   855,032,000   789,607,856           0  65,424,143   92.3

諸 支 出 金     1,774,974     1,158,973           0     616,000   65.3

計   856,806,974   790,766,829           0  66,040,144   92.3

歳出は、第７款福祉保健費ほか１款で１０項４７目に区分し執行しており、予算現額８，５

６８億６９７万余円、支出済額７，９０７億６，６８２万余円、不用額６６０億４，０１４万

余円、執行率９２．３％である。 

（主な内容）                                （単位：千円） 

医学系研究所の助成等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）福祉保健管理費 （目）医学系研究所助成費 3,756,426

医療指導及び救急医療対策等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）医療政策費 （目）医療政策費 13,397,141

看護職員の養成及び定着対策等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）医療政策費 （目）医療人材対策費 2,797,329

老人保健事業等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）保健政策費 （目）健康推進費 5,431,821

難病医療費助成及び在宅難病患者対策等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）保健政策費 （目）特定疾病対策費 12,785,264

生活保護法による都負担金及び路上生活者対策等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）生活福祉費 （目）生活保護費 23,618,074

国民健康保険における財政調整交付金及び保険基盤安定負担金等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）生活福祉費 （目）国民健康保険費 91,717,057

介護保険給付費負担金等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）高齢社会対策費 （目）介護保険費 82,156,615

シルバーパスの交付等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）高齢社会対策費 （目）高齢福祉費 17,324,910

児童手当及び児童育成手当の支給等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）少子社会対策費 （目）子ども家庭福祉費 49,099,037

児童養護施設等の運営委託等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）少子社会対策費 （目）児童福祉施設費 40,891,917

扶養年金会計繰出金及び心身障害者福祉手当等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）障害者施策推進費 （目）障害者福祉費 118,274,692
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心身障害者（児）施設の管理委託及び心身障害者（児）の保護委託等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）障害者施策推進費 （目）障害者施設費 56,154,385

精神障害者に対する医療費助成及び地域生活支援施策等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）障害者施策推進費 （目）精神保健福祉費 22,113,090

特別養護老人ホームの整備及び特別養護老人ホーム設置促進特別助成等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）施設整備費 （目）社会福祉施設等整備

助成費 

16,934,280

 

（２）母子福祉貸付資金会計 

この会計は、母子家庭の経済的自立と生活意欲の助長及び扶養されている子どもの福祉の増

進を図ることを目的とする、母子福祉資金貸付事業に関する収支を経理するものである。 

財源は、貸付金の返還金、都債（国庫からの借入金）、前年度からの繰越金等を合わせた４８

億余円であり、修学資金、就学支度資金等１３種類の貸付けに要する経費として３９億余円を

支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度      4,683    10,544     4,800        18    5,724       117   102.5 

平成１８年度      4,684    10,168     4,753        26    5,389        69   101.5 

額  △      1       375        47  △     7 335   比  較 

増(△)減 率  △   0.0  3.7   1.0  △  26.9   6.2   

 

（イ）内訳                               （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

事 業 収 入         2,002,833        2,148,321         145,488      107.3 

繰  入  金           851,842          701,615 △     150,227       82.4 

諸  収  入                 4            1,104        1,100      － 

都     債         1,367,568        1,126,136 △     241,432       82.3 

繰  越  金           460,753          823,395         362,642      178.7 

計         4,683,000        4,800,572         117,572      102.5 
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歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額４６億８，３００万円、収入済額４８億

５７万余円、比較増額 1億１，７５７万余円、収入率１０２．５％である。 

なお、第１款事業収入（項：返還金、項：利子収入）において、不納欠損額（１，８８２万

余円）及び収入未済額（５７億２，４９３万余円、母子福祉資金貸付金）が生じている。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

母子福祉資金貸付金の返還金 

（款）事業収入 （項）返還金 （目）返還金 2,136,850

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度         4,683       3,917              0          765      83.6 

平成１８年度         4,684       3,929              0          754      83.9 

額  △         1  △      12              0           11  比  較 

増(△)減 率  △      0.0  △    0.3          －         1.5  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

貸 付 費     4,683,000      3,917,180             0      765,819       83.6 

歳出は、第１款貸付費の１項１目で執行しており、予算現額４６億８，３００万円、支出済

額３９億１，７１８万余円、不用額は７億６，５８１万余円、執行率８３．６％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

母子福祉貸付資金の貸付金等に要したもの 

（款）貸付費 （項）貸付費 （目）貸付費 3,917,180 
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（３）心身障害者扶養年金会計 

この会計は、「東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例」に基づいて設けられた心身障害

者扶養年金会計で、掛金相当額及び年金等の給付に関する収支を経理するものである。 

財源は、心身障害者扶養年金基金からの繰入金、年金加入者の掛金相当額等を合わせた１，２

７７億余円であり、年金の給付、清算金等に要する経費として１，２７７億余円を支出している。 

ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度    129,720    127,725    127,718        0        7  △  2,001    98.5 

平成１８年度      4,408       4,354      4,351        0        1  △     56    98.7 

額    125,312    123,371    123,366      0        5   比  較 

増(△)減 率 － － － －    500.0   

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

事 業 収 入            12,651             1,755 △       10,895       13.9 

財 産 収 入         1,127,000           331,028 △      795,971       29.4 

繰  入  金       128,580,343       127,366,244 △    1,214,098       99.1 

諸  収  入                 5             3,517            3,512        － 

繰  越  金                 1            15,600           15,599        － 

計       129,720,000       127,718,146 △    2,001,853       98.5 

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額１，２９７億２，０００万円、収入済額１，２

７７億１，８１４万余円、比較減額２０億１８５万余円、収入率９８．５％である。 

なお、第４款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（７１１万円）が生じている。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

一般会計からの繰入金 

（款）繰入金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 79,916,704

心身障害者扶養年金基金からの繰入金 

（款）繰入金 （項）基金繰入金 （目）心身障害者扶養年金基金繰入金 47,449,540
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イ 歳 出 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度       129,720        127,702             0          2,017      98.4 

平成１８年度         4,408          4,336             0             71      98.4 

額    125,312        123,366             0          1,945  比  較 

増(△)減 率 － － － －  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

扶養年金費     129,720,000     127,702,278            0     2,017,721    98.4 

歳出は、第１款扶養年金費の１項１目で執行しており、予算現額１，２９７億２，０００万円、

支出済額１，２７７億２２７万余円、不用額は２０億１，７７２万余円、執行率９８．４％であ

る。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

年金の給付等に要したもの 

（款）扶養年金費 （項）扶養年金費 （目）扶養年金費 127,702,278
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土     地 

   建     物 

   無 体 財 産 権 

 

 

   

 出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

 

1,852,517.68 ｍ２

 

834,038.21 ｍ２

 

特許権          ３件 

著作権        ３８件 

商標権    ２  件 

その他これらに準ずる権利   １ 件 

167,500,000 円 

４，１７９ 点 

35,370,357,050 円 

131,604,513,179 円 

 

1,852,275.07 ｍ２ 

 

830,650.55 ｍ２ 

 

特許権         ３ 件 

著作権       ３９ 件 

商標権     １ 件 

その他これらに準ずる権利   １ 件 

167,500,000 円 

４，０３３ 点 

35,190,069,622 円 

36,856,433,498 円 

 

           242.61 ｍ２

 

         3,387.66 ｍ２

 

               ０ 件 

 △            １ 件 

               １ 件 

               ０ 件 

               ０ 円 

           １４６ 点 

      180,287,428 円 

   94,748,079,681 円 

福祉保健局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、旧多摩東村山保健所敷地（３，９６８．５６ｍ２ 

 ）を引き継いだことにより減

少したものの、八街学園敷地（４，２３２.３６ｍ２ 

 ）を取得したことにより増加したことな

どによるもの 

・建物の増加は、八王子庁舎（２，００３.５６ｍ２ 

 ）を八王子市に譲渡したことにより減少し

たものの、東京都社会福祉事業団から旧東京都社会福祉総合学院の建物を寄附受領（５，４２

２.９６ｍ２ 

 ）したことにより増加したことなどによるもの 

・無体財産権（著作権）の減少は、「東京都サービス提供責任者研修」を削除したことによるも 

の 

・無体財産権（商標権）の増加は、食品衛生自主管理制度の商標を追加したことによるもの 

・物品の増加は、東大和療育センターのＸ線カメラ装置等３８点、老人医療センターの超音波診

断装置等２８点及び健康安全研究センターのガスクロマトグラフ質量分析計等２７点をそれ

ぞれ購入したことなどによるもの 

・債権の増加は、介護保険財政安定化基金貸付金が５億２，９４２万余円及び社会福祉事業振興

資金貸付金が３億２，６９７万円減少したものの、母子福祉資金貸付金が１２億９，４６９万

余円増加したことなどによるもの 

・基金の増加は、心身障害者扶養年金基金（３２７億４４８万余円）が増加したほか、新たに福

祉・健康安心基金（５４０億８，８８６万余円）を積み立てたことなどによるもの 

である。  
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イ 債権のうち貸付金、貸与金の年度末残高                （単位：千円） 

貸付金、貸与金の種類（名称） 平成１9年度末残高 滞納（収入未済）額 

社会福祉事業振興資金貸付金 １，６０９，６７５ ０

女性福祉資金貸付金 ８８８，６０４ ３８３，７８７

同和生業資金貸付金 ９９０ １，０４３，４３９

同和応急生活資金貸付金 ０ ４９，８９５

災害援護資金貸付金 ７４，７７２ ０

国民健康保険広域化等支援基金貸付金 ２７，０００ ０

母子福祉資金貸付金 ２８，４８４，９３８ ５，６０１，５６２

保育士修学資金貸付金 ２，４２７ ６，５０５

介護保険財政安定化基金貸付金 ５５７，５８２ ０

救急医療機関整備資金貸付金 ９，１９２ ６，４７１

看護師二年課程定時制学生生計資金貸付金 ０ ２１，０１３

民間医療機関宿舎建設資金貸付金 ７１，９９０ ４，６７１

民間医療機関保育施設建設資金貸付金 ７，１０３ ０

介護福祉士等修学資金貸与金 ５０５，３４５ ３７，１４１

看護師等修学資金貸与金 ２，７０２，３６７ １５１，９１７

遺族奨学資金 ０ １，０７７

生活つなぎ資金 ０ ３３４

合    計   ３４，９４１，９８９ ７，３０７，８１７

   ※貸付金、貸与金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 

 

 



                            - 100 -

病 院 経 営 本 部 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

 （２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   病院経営本部 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、病院経営本部執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

財 産 収 入            90,057            89,814  △        242      99.7 

諸  収  入           123,120           123,235              115     100.1 

計           213,177           213,050  △          126      99.9 

歳入は、第９款財産収入ほか１款であり、予算現額２億１，３１７万余円、収入済額２億１，３

０５万余円、比較減額１２万余円、収入率９９．９％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

建物賃貸料 

（款）財産収入 （項）財産運用収入 （目）財産貸付収入 89,814

財団法人東京都保健医療公社大久保病院の共益費等 

（款）諸収入 （項）雑入 （目）雑入 123,235

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目(款) 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

 福祉保健費     18,035,410     17,199,397           0 836,012     95.4 

歳出は、第７款福祉保健費で１項２目に区分し執行しており、予算現額１８０億３，５４１

万円、支出済額１７１億９，９３９万余円、不用額８億３，６０１万余円、執行率９５．４％

である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

財団法人東京都保健医療公社への運営費補助等に要したもの 

（款）福祉保健費 （項）地域病院費 （目）管理費 17,049,687
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土     地 

   建     物 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

99,868.02 ｍ２

 

155,689.88 ｍ２

 

200,000,000 円 

６９ 点 

1,932,537,630 円 

 

99,868.02 ｍ２ 

 

155,623.60 ｍ２ 

 

200,000,000 円 

７１ 点 

3,128,580 円 

 

        0 ｍ２

 

66.28 ｍ２

 

0 円 

△     ２ 点 

1,929,409,050 円 

病院経営本部で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・建物の増加は、多摩南部地域病院の女性専門外来診察室（３３．１４ｍ２ 

 ）及び眼科外来診

察室（３３．１４ｍ２ 

 ）を増築したことによるもの 

・物品の減少は、多摩南部地域病院の脱臭器等を廃棄したことによるもの 

・債権の増加は、大久保病院に係る敷金を計上したことによるもの 

である。 
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産 業 労 働 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

中小企業設備導入等資金会計 

農業改良資金助成会計 

林業・木材産業改善資金助成会計 

沿岸漁業改善資金助成会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

   産業労働局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、産業労働局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算についての

説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

ア 公有財産について 

＜山 林＞ 

（ア）山林（分収）の立木推定蓄積量１，７５６ｍ３が登載漏れとなっている。 
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＜無体財産権＞ 

（ア）無体財産権２件（東京の伝統工芸品ほか１件の著作権）が登載漏れとなっている。 

＜出資による権利＞ 

（ア）出資による権利２億５０６万８，７７６円（（財）東京都中小企業振興公社出えん金（技

術革新基金ほか４件））が過大に登載されている。 

イ 物品について 

（ア）プレスブレーキが過大に登載されている。 

（イ）複写機ほか１点が登載漏れとなっている。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要  

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

分担金及負担金 13,441 11,020  △        2,420 82.0 

使用料及手数料 688,482 550,637  △      137,844 80.0 

国 庫 支 出 金 6,199,727 5,323,873  △      875,853 85.9 

財 産 収 入 883,562 818,234 △    65,327 92.6 

繰  入  金 1,608,781 1,047,309  △      561,471 65.1 

諸  収  入 215,860,408 214,366,793 △   1,493,614 99.3 

計 225,254,401 222,117,868  △    3,136,532 98.6 

歳入は、第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額２，２５２億５，４４０万余円、

収入済額２，２２１億１，７８６万余円、比較減額３１億３，６５３万余円、収入率９８．６％

である。 

なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、収入未済額（２０万余円）が、第１

２款諸収入（項：貸付金元利収入、項：雑入）において、不納欠損額（１億７，８１３万余円）

及び収入未済額（２２億７，０３４万余円、うち世界都市博覧会中止に伴う特別対策緊急融資

に係る回収金１７億９６８万余円）が生じている。 
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（主な内容）                              （単位：千円） 

職業能力開発費等の産業労働費国庫補助金 

（款）国庫支出金 （項）国 庫 補 助 金 （目）産業労働費国庫補助金 4,164,848

高度化資金等の中小企業設備導入等資金会計繰入金 

（款）繰 入 金 （項）特別会計繰入金 （目）中小企業設備導入等資金会計繰入金 993,231

中小企業融資資金等の産業労働費貸付金元利収入 

（款）諸 収 入 （項）貸付金元利収入 （目）産業労働費貸付金元利収入 209,564,070

 

   イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

産業労働費   261,822,909   254,609,637      284,918    6,928,353     97.2 

諸 支 出 金 49,963 49,956            0  6    100.0 

計   261,872,872   254,659,593      284,918    6,928,360     97.2 

歳出は、第８款産業労働費ほか１款で、６項２０目に区分し執行しており、予算現額２，６

１８億７，２８７万余円、支出済額２，５４６億５，９５９万余円、翌年度繰越額２億８，４

９１万余円、不用額６９億２，８３６万余円、執行率９７．２％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費２億８，４９１万余円で、繰越明許費の主な内容は、農林災害

復旧費２億３３１万余円である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

中小企業の経営の安定を図るための指導事業等に要したもの 

（款）産業労働費 （項）商工業振興費 （目）経営技術支援費 36,083,391

中小企業の金融円滑化を図るための制度融資等に要したもの 

（款）産業労働費 （項）商工業振興費 （目）金融事業費 184,345,960

農業の振興を図るための農業基盤整備事業等に要したもの 

（款）産業労働費 （項）農林水産費 （目）農業費 3,476,080

公共職業訓練事業等の運営、民間における能力開発の振興等に要したもの 

（款）産業労働費 （項）労働費 （目）職業能力開発費 4,079,013

 

（２）中小企業設備導入等資金会計 

この会計は、中小企業の高度化（生産性の向上等）を図ることなどを目的とする、協同組合

等への高度化資金の貸付事業等に関する収支を経理するものである。 

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた６４億２，８００万余円であり、

借入金の返還及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく各種高度化資金等の貸付けに

要する経費として３６億８，１００万余円を支出している。 
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ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 

欠損額 

収  入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度     5,937     7,364     6,428         0        935        491   108.3

平成１８年度     6,249     8,910     7,910         0      1,000      1,661   126.6

額 △    312 △  1,545 △  1,481         0 △      64   比  較 

増(△)減 率     5.0 △  17.3 △  18.7       － △    6.4   

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入        5,147,100        3,034,443  △    2,112,656     59.0 

繰  入  金          258,000          144,831  △      113,169     56.1 

諸  収  入              100            1,815           1,715 － 

都     債          524,000          284,601  △      239,399     54.3 

繰  越  金            7,800        2,963,139        2,955,339 － 

計        5,937,000        6,428,830          491,830    108.3 

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額５９億３，７００万円、収入済額６４億

２，８８３万余円、比較増額４億９，１８３万余円、収入率１０８．３％となっている。 

なお、第１款事業収入（項：貸付金元利収入、項：契約違約金）において、収入未済額（９

億３，５７４万余円、うち中小企業設備近代化資金貸付金８億２，９９０万余円）が生じてい

る。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

高度化資金貸付金の返還金等 

（款）事 業 収 入 （項）貸付金元利収入 （目）高 度 化 資 金 2,584,376

前年度決算における繰越金 

（款）繰 越 金 （項）繰 越 金 （目）繰 越 金 2,963,139

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度          5,937           3,681              0          2,255       62.0 

平成１８年度          6,249          4,947              0          1,301      79.2 

額 △         312 △       1,266              0       954  比  較 

増(△)減 率 △        5.0 △       25.6           －          73.3  
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（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

助 成 費     5,937,000     3,681,029            0      2,255,970      62.0 

歳出は、第１款助成費で１項３目に区分し執行しており、予算現額５９億３，７００万円、

支出済額３６億８，１０２万余円、不用額２２億５，５９７万余円、執行率６２．０％である。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく国の貸付金の償還等に要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）設備導入資金貸付費 695,005

独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく高度化資金の貸付け等に要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）高度化資金貸付費 1,087,206

独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく同機構からの借入金返還に要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）公債費会計繰出金 1,898,816

 

（３）農業改良資金助成会計 

この会計は、農業者等に対して必要な資金を貸し付け、農業経営の安定と農業生産力の向上

を図ることを目的とする、農業改良資金貸付事業等に関する収支を経理するものである。 

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた１億８，８００万余円であり、

就農支援資金等の貸付け及び借入金の返還に要する経費として６，３００万余円を支出してい

る。 

    ア 歳 入 

（ア）対前年度比                           （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不  納 

欠損額 

収  入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度       140       196       188         0          7         48   134.3

平成１８年度       140       220       214         0          6         74   152.9

額         0 △     24 △     25         0       0   比  較 

増(△)減 率       0    10.9 △  11.7      － 0.0   
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（イ）内訳                                （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入           33,621           34,222              601    101.8 

繰  入  金           14,712            1,294  △       13,417      8.8 

諸  収  入                1              336              335       － 

都     債           22,000                0  △       22,000      0 

繰  越  金           69,666          153,071           83,405    219.7 

計          140,000          188,924           48,924    134.9 

歳入は、第１款事業収入ほか４款であり、予算現額１億４，０００万円、収入済額１億８，８

９２万余円、比較増額４，８９２万余円、収入率１３４．９％となっている。 

なお、第１款事業収入（項：貸付金元金収入）において、収入未済額（７１８万円）が生じ

ている。 

（ウ）主な内容                                （単位：千円） 

農業改良資金貸付金の返還金 

（款）事 業 収 入 （項）貸付金元金収入 （目）農業改良資金 28,737

前年度決算における繰越金 

（款）繰 越 金 （項）繰 越 金 （目）繰 越 金 153,071

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                             （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度           140              63              0             76      45.0 

平成１８年度           140             61              0             78      43.6 

額             0            2              0 △          2  比  較 

増(△)減 率           0        3.3            － △        2.6  

 

（イ）内訳                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

助 成 費       140,000        63,261             0        76,738     45.2 

歳出は、第１款助成費で１項２目に区分し執行しており、予算現額１億４，０００万円、支

出済額６，３２６万余円、不用額７，６７３万余円、執行率４５．２％である。 
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（ウ）主な内容                            （単位：千円） 

農業改良資金助成法に基づく農業改良資金等の貸付けに要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）貸付費 24,524

農業改良資金助成法に基づく国庫（農業改良資金政府貸付金）からの借入金返還に要したもの

（款）助成費 （項）助成費 （目）公債費会計繰出金 38,737

 

（４）林業・木材産業改善資金助成会計 

この会計は、林業・木材産業を営む個人・法人等に対して必要な資金を貸し付け、生産性や

品質の向上、後継者の育成確保等を図ることを目的とする、林業・木材産業改善資金貸付事業

等に関する収支を経理するものである。 

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた７，５００万余円であり、林業・

木材産業改善資金等の貸付けに要する経費として２６万余円を支出している。 

   ア 歳 入 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度        52        81        75         0          6         23   144.2

平成１８年度        52        85        78         0          7         26   150.0

額         0  △    3  △     2         0  △    1   比  較 

増(△)減 率 0  △  3.5  △  2.6 －  △  14.3   

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入            5,855            8,198            2,343    140.0 

繰  入  金            1,016               51  △          964      5.0 

諸  収  入                1              167             166 － 

繰  越  金           45,128           67,302           22,174    149.1 

計           52,000           75,720           23,720    145.6 

歳入は、第１款事業収入ほか３款であり、予算現額５，２００万円、収入済額７，５７２万

余円、比較増額２，３７２万余円、収入率１４５．６％となっている。 

なお、第１款事業収入（項：貸付金元金収入）において、収入未済額（６０６万余円）が生

じている。 
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（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

 林業生産高度化資金貸付金の返還金 

（款）事 業 収 入 （項）貸付金元金収入 （目）林業生産高度化資金 6,700

前年度決算における繰越金 

（款）繰 越 金 （項）繰 越 金 （目）繰 越 金 67,302

   

   イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度           52             0              0             51       0.0 

平成１８年度           52            11              0             40      21.2 

額            0  △        10              0             10  比  較 

増(△)減 率           0  △   90.9            －      25.0  

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

助 成 費       52,000          263            0       51,736      0.5 

歳出は、第１款助成費の１項１目で執行しており、予算現額５，２００万円、支出済額２６

万余円、不用額５，１７３万余円、執行率０．５％となっている。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

林業就業促進資金等の貸付けに要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）貸付費 263

 

（５）沿岸漁業改善資金助成会計 

この会計は、沿岸漁業従事者等に対して必要な資金を貸し付け、漁業経営の安定と漁業生産

力の向上を図ることを目的とする、沿岸漁業改善資金貸付事業に関する収支を経理するもので

ある。 

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた８，４００万余円であり、経営

等改善資金等の貸付けに要する経費として３，７００万余円を支出している。 
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   ア 歳 入 

（ア）対前年度比                          （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度        48        84        84         0         0         36   175.0

平成１８年度        48        56        56         0         0         8   116.7

額         0     27        27         0         0   比  較 

増(△)減 率        0     48.2     48.2       －       －   

 

（イ）内訳                             （単位：千円、％） 

科 目 （ 款 ） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

事 業 収 入           37,502           29,689  △        7,813     79.2 

繰  入  金              997              697  △          299     69.9 

諸  収  入                1              157              156 － 

繰  越  金            9,500           53,648           44,148    564.7 

計           48,000           84,192           36,192    175.4 

歳入は、第１款事業収入ほか３款であり、予算現額４，８００万円、収入済額８，４１９万

余円、比較増額３，６１９万余円、収入率１７５．４％である。 

（ウ）主な内容                             （単位：千円） 

青年漁業者等養成確保資金貸付金の返還金 

（款）事 業 収 入 （項）貸付金元金収入 （目）青年漁業者等養成確保資金 17,504

前年度決算における繰越金 

（款）繰 越 金 （項）繰 越 金 （目）繰 越 金 53,648

 

イ 歳 出 

（ア）対前年度比                         （単位：百万円、％） 

 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

平成１９年度 48 37             0           10      77.1 

平成１８年度 48             3             0           44       6.3 

額             0           34             0  △       34  比  較 

増(△)減 率           0         －           －  △  77.3  
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   （イ）内訳                               （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

助 成 費       48,000        37,677            0        10,322      78.5 

歳出は、第１款助成費の１項１目で執行しており、予算現額４，８００万円、支出済額３，７

６７万余円、不用額１，０３２万余円、執行率７８．５％である。 

（ウ）主な内容                              （単位：千円） 

沿岸漁業改善資金の貸付けに要したもの 

（款）助成費 （項）助成費 （目）貸付費 37,677
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２  財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土    地

建    物

山    林

（所 有）

上記の立木推定蓄積量

（分 収）

    上記の立木推定蓄積量

動    産

物    権

 

無体財産権

 

 

 

 

 

有 価 証 券

 

出資による権利

２ 物  品 

３ 債  権 

４ 基  金 

 

6,850,729.34 ｍ２

667,364.25 ｍ２

 

4,312,857.20 ｍ２

76,503.39 ｍ３

14,135,000.00 ｍ２

309,228.00 ｍ３

船  舶       ４ 隻

（310.00総トン） 

浮 標      ５ 個

地上権 

14,135,000.00 ｍ２

特許権        ４ 件

著作権         ５ 件

商標権       ２６ 件

育成者権    １ 件

その他これらに準ずる権利 

(特許権に準ずる権利)  ５ 件

株 券 

110,470,158,858 円

45,727,293,488 円

１，８８１ 点

423,228,225,197 円

24,701,539 円

 

6,811,153.18 ｍ２ 

659,778.40 ｍ２ 

 

4,312,857.20 ｍ２ 

76,503.39 ｍ３ 

16,328,000.00 ｍ２ 

309,228.00 ｍ３ 

船  舶         ４ 隻 

（310.00総トン） 

浮 標         ５ 個 

地上権 

16,328,000.00 ｍ２ 

特許権         ５ 件 

著作権         ５ 件 

商標権       １５ 件 

育成者権    １ 件 

その他これらに準ずる権利 

(特許権に準ずる権利 ) ６ 件 

株 券 

103,149,400,000 円 

45,439,820,062 円 

１，９０２ 点 

460,713,582,574 円 

51,128,642 円 

 

      39,576.16 ｍ２

   7,585.85 ｍ２

 

0.00 ｍ２

0.00 ｍ３

△     2,193,000 ｍ２

0.00 ｍ３

０ 隻

（0.00総トン）

０ 個

△     2,193,000 ｍ２

△            １ 件

０ 件

１１ 件

０ 件

                     

△         １ 件

   

7,320,758,858 円

287,473,426 円

△           ２１点

△ 37,485,357,377 円

△   26,427,103 円

（注）１ 土地の面積には、山林が含まれている。 

（注）２ 物権（地上権）は、山林の分収に係わるものであり、再掲である。 

 

産業労働局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、東京都多摩産業支援拠点（仮称）敷地（２４，１２２．４１ｍ２）を総務局、東

京都立産業技術研究センター敷地（１４，５１９.３５ｍ２）を港湾局から所管換したことなどに

よるもの 



 - 114 -

・建物の増加は、青梅合同庁舎（６，９８３．１２ｍ２）を主税局から所管換したことなどによる

もの 

・無体財産権（商標権）の増加は、国際展示場の称号等を登録したことなどによるもの 

・有価証券の増加は、（株）東京ビッグサイトの株券取得価格を誤びゅう訂正したもの 

・出資による権利の増加は、（財）東京都中小企業振興公社へ２億円（商店街パワーアップ基金）

を出資したことなどによるもの 

・物品の減少は、封かん機等を廃棄したことなどによるもの 

・債権の減少は、制度融資貸付金３４５億８，７００万円、中小企業設備導入等資金２２億４２５

万余円について、それぞれ返済期限が到来したことなどによるもの 

・基金の減少は、離島漁業再生支援基金２，４５１万余円を取り崩したことなどによるもの 

である。 
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イ 債権のうち貸付金の年度末残高                        （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成１９年度末残高 滞納（収入未済）額 

1 東京都工場アパート建設支援貸付金 593,784 0 

2 制度融資貸付金（旧東京信用保証協会貸付金） 387,010,000 0 

3 同和産業振興資金貸付金 530,000 0 

4 信用組合育成資金強化貸付金 10,000,000 0 

5 コンベンション開催資金貸付金 40,000 0 

6 （財）東京都農林水産振興財団貸付金 1,273,909 0 

7 中小企業設備近代化資金貸付金 7,715 829,909 

8 中小企業設備導入資金貸付金 146,736 0 

9 中小企業設備貸与資金貸付金 105,478 0 

10 中小企業高度化資金貸付金 21,619,169 105,715 

11 中心市街地商業活性化基金貸付金 1,000,000 0 

12 三宅島噴火等利子補給基金貸付金 300,000 0 

13 生産方式改善資金貸付金 8,058 5,759 

14 青年農業者等育成確保資金貸付金 23,025 0 

15 特定地域新部門導入資金貸付金 23,266 1,421 

16 就農支援資金貸付金 137,591 0 

17 林業生産高度化資金貸付金 2,190 5,790 

18 林業就業促進資金貸付金 3,425 0 

19 林業・木材産業改善資金 28,634 0 

20 経営等改善資金貸付金 44,414 0 

21 青年漁業者等養成確保資金貸付金 109,275 0 

合      計 423,006,671    948,592 

※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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中 央 卸 売 市 場 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）特別会計 

      と場会計 

 （２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   中央卸売市場 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、中央卸売市場執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１）財産管理 

  ア 公有財産について 

＜建 物＞ 

（ア）建物２４６．３ｍ２ 

 （大動物棟けい留所の一部）が登載漏れとなっている。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

（１）と場会計 

この会計は、都民に対する生鮮食肉の供給を確保するため、と場事業に関する収支を経理す

るものである。 

財源は、一般会計からの繰入金、と畜使用料、施設整備費に対する都債等を合わせた６１億

余円であり、と場事業の管理運営に要する人件費、芝浦と場施設の維持管理・と畜解体作業に

要する経費、施設整備に対する都債の償還金等として同額を支出している。 

    ア 歳 入 

（ア）対前年度比                             （単位：百万円、％） 

 予算現額 調定額 収入済額
不 納 

欠損額 

収 入 

未済額 

予算現額に

対する収入

済額の増減

収入率

平成１９年度     7,145     6,127     6,127    0  0 △  1,017    85.8 

平成１８年度     6,458     5,695     5,695   0 0 △    762    88.2 

額 687 432 432   0   0   比  較 

増(△)減 率 10.6      7.6      7.6        －        －   

 

（イ）内訳                                （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

使用料及手数料 1,459,433  1,385,986   △     73,446       95.0 

国 庫 支 出 金 5,200  44,471          39,271      855.2 

繰  入  金 4,971,000  4,237,948   △    733,051       85.3 

諸  収  入 366  18,132          17,766        － 

都     債 709,000  441,000   △    268,000          62.2 

繰  越  金 1  0   △          1        0 

計 7,145,000  6,127,537   △  1,017,462       85.8 

歳入は、第１款使用料及手数料ほか５款であり、予算現額７１億４，５００万円、収入済額６

１億２，７５３万余円、比較減額１０億１，７４６万余円、収入率８５．８％である。 

（ウ）主な内容                                   （単位：千円） 

と畜解体事業に係ると畜使用料 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）と畜使用料  1,385,735 

一般会計繰入金 

（款）繰 入 金 （項）一般会計繰入金 （目）一般会計繰入金 4,237,948 
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イ 歳 出 

（ア）対前年度比                            （単位：百万円、％） 

 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

平成１９年度    7,145        6,127   0       1,017        85.8

平成１８年度 6,458  5,695    0           762       88.2

額 687 432       0           254  比  較 

増(△)減 率 10.6           7.6            －         33.3  

 

（イ）内訳                                 （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

と 場 事 業 費    7,145,000    6,127,537             0  1,017,462      85.8 

歳出は、第１款と場事業費で１項４目に区分し執行しており、予算現額７１億４，５００万円、

支出済額６１億２，７５３万余円、不用額１０億１，７４６万余円、執行率８５．８％である。 

（ウ）主な内容                                    （単位：千円） 

と場事業の管理運営に要したもの 

（款）と場事業費 （項）と場事業費 （目）管理費 2,251,986 

と場施設の維持管理及びと畜解体作業に要したもの 

（款）と場事業費 （項）と場事業費 （目）運営費 2,065,533 

と場施設の施設整備に要したもの 

（款）と場事業費 （項）と場事業費 （目）施設整備費 490,220 

 

２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   建    物 

２ 物  品 

 

       22,152.58 ｍ２ 

   

         ８２    点 

 

       22,152.58 ｍ２ 

   

         ８０    点 

 

       0   ｍ２ 

 

     ２   点 

 中央卸売市場で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・物品の増加は、動力のこぎりを購入したことなどによるもの 

である。 
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建   設   局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

 （２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   建  設  局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、建設局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

   なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

 （１）財産管理 

   ア 公有財産について 

   ＜物 権＞ 

   （ア）地上権３３．５７ｍ２ 

 （街路事業用地）が過大に登載されている。 

   （イ）地役権３３．５７ｍ２ 

 （街路事業用地）が登載漏れとなっている。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

分担金及負担金       15,852,343       13,565,356  △   2,286,986      85.6 

使用料及手数料       24,066,367       24,156,192         89,825     100.4 

国 庫 支 出 金      118,633,403       97,069,417  △  21,563,985      81.8 

財 産 収 入        2,223,446        1,433,574  △     789,871      64.5 

繰  入  金        1,790,552        1,529,756  △     260,795      85.4 

諸  収  入        4,478,046        4,645,039        166,993     103.7 

計      167,044,157      142,399,338  △  24,644,818      85.2 

歳入は、第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額１，６７０億４，４１５万余円、

収入済額１，４２３億９，９３３万余円、比較減額２４６億４，４８１万余円、収入率８５．

２％である。 

なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、不納欠損額（２，１２７万余円）及

び収入未済額（２億３，８９１万余円、うち霊園管理料１億１，６２５万余円）が、第１２款

諸収入（項：貸付金元利収入、項：雑入）において、不納欠損額（３，０８７万余円）が、第

１２款諸収入（項：延滞金及加算金、項：貸付金元利収入、項：弁償金及報償金、項：雑入）

において、収入未済額（１４億１，９５５万余円、うち生活再建資金貸付金１１億３，３６８

万余円）が生じている。 

（主な内容）                             （単位：千円） 

街路整備事業に伴う連続立体交差工事等の負担金 

（款）分担金及負担金 （項）負担金 （目）土木費負担金 13,565,356 

道路占用料等の土木使用料 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）土木使用料 24,127,997 

街路整備事業における国庫補助金等の土木費国庫補助金 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）土木費国庫補助金 62,865,455 

代替地売払収入等の不動産売払収入 

（款）財産収入 （項）財産売払収入 （目）不動産売払収入 1,413,693 

生活再建資金貸付金の返還に伴う貸付金元利収入等の土木費貸付金元利収入 

（款）諸収入 （項）貸付金元利収入 （目）土木費貸付金元利収入 1,897,131 
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 イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

土 木 費   499,358,402   429,517,998    38,916,526   30,923,877    86.0 

諸 支 出 金       179,925       179,923             0            1    100.0 

計   499,538,327   429,697,922    38,916,526   30,923,878     86.0 

歳出は、第９款土木費ほか１款で５項４２目に区分し執行しており、予算現額４，９９５億

３，８３２万余円、支出済額４，２９６億９，７９２万余円、翌年度繰越額３８９億１，６５

２万余円、不用額３０９億２，３８７万余円、執行率８６．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費３８２億１，０２９万余円、事故繰越７億６２３万余円で、繰

越明許費の主な内容は、都市計画街路の整備に係る２９３億９，５４２万余円、道路の整備に

係る１１億５，１１７万余円及び中小河川の整備に係る１８億９，９６２万余円である。 

（主な内容）                             （単位：千円） 

道路及び道路付属物の維持管理に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）道路維持費 12,758,375

環状３号線等の路面の補修及び街路樹等の整備に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）道路補修費 15,087,829

無電柱化の推進等の交通安全施設の整備に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）交通安全施設費 13,996,474

国道４１１号、大田調布線等の道路の整備に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）道路整備費 21,989,413

環状５の１号線等の都市計画街路の整備に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）街路整備費 181,923,460

国が直轄施行する道路事業等に対する都の負担金に要したもの 

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （目）直轄事業負担金 33,695,277

妙正寺川等の河川の改修に要したもの 

（款）土木費 （項）河川海岸費 （目）中小河川整備費 23,782,774

国が直轄施行する河川事業等に対する都の負担金に要したもの 

（款）土木費 （項）河川海岸費 （目）直轄事業負担金 15,562,223

武蔵野の森公園等の公園緑地の造成に要したもの 

（款）土木費 （項）公園霊園費 （目）公園整備費 33,444,368
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 ２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土    地 

   建    物 

   動    産 

 

 

   物    権 

 

   無体財産権 

 

 

 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

    23,096,008.40 ｍ２

 

       282,853.38 ｍ２

 

船 舶      ５ 隻

(282.70 総トン)

浮桟橋        ５ 個

地上権   3,661.56 ｍ２

 

地役権     142.67 ｍ２

 

特許権         ３ 件

著作権       ３５ 件

商標権         １ 件

意匠権         １ 件

   10,442,000,000 円

       １，６０１ 点

    9,253,074,848 円

 

    23,226,389.38 ｍ２ 

 

       281,674.20 ｍ２ 

 

船 舶      ５ 隻

(282.70 総トン) 

浮桟橋        ５ 個

地上権   3,433.97 ｍ２ 

 

地役権     142.67 ｍ２ 

 

特許権         ３ 件

著作権       ３４ 件

商標権         １ 件

意匠権         １ 件

   14,537,000,000 円

       １，６２１ 点

   10,688,671,847 円

 

 △     130,380.98ｍ２

 

          1,179.18ｍ２

 

          ０ 隻 

(0 総トン)

               ０ 個 

            227.59ｍ２

 

              0   ｍ２

 

               ０ 件 

               １ 件 

               ０ 件 

               ０ 件 

 △ 4,095,000,000 円 

 △          ２０ 点 

 △ 1,435,596,999 円 

    建設局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

   ・土地の減少は、公園用地（６万３，９１８．４９ｍ２ 

 ）の購入などにより増加したものの、

昨年度の誤びゅう訂正（２１万８，６７２．１１ｍ２ 

 ）により減少したことなどによるもの 

   ・建物の増加は、動物公園の動物舎等（６１３．９４ｍ２ 

 ）を新築したことなどによるもの 

   ・物権の増加は、連続立体交差工事に伴い地上権を取得したことによるもの 

   ・無体財産権の増加は、著作権１件（地質調査委託標準仕様書）が増加したことによるもの 

   ・出資による権利の減少は、東京都道路公社への出資金が減少したことによるもの 

・物品の減少は、第一建設事務所の清掃船を売り払ったことなどによるもの 

   ・債権の減少は、生活再建資金貸付金等が減少したことによるもの 

   である。 
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   イ 債権のうち貸付金の年度末残高                    （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成１９年度末残高 滞納（収入未済）額 

生活再建資金貸付金 ５，４４９，５２６       ８５６，９６５ 

沿道整備資金貸付金                 １７，２５０                     ０ 

道路事業資金貸付金 ３，７８６，２３７                     ０ 

合      計 ９，２５３，０１４       ８５６，９６５ 

    ※貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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港   湾   局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

 （２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   港  湾  局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、港湾局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、次の一部を除き、誤りのないものと認められた。 

 （１）決算計数 

ア 会計処理について 

  （ア）一般会計 

① （款）諸収入（項）延滞金及加算金（目）延滞金の収入済額が１６３万２，９５２円

過小に記載、収入未済金が同額過大に記載されている。 

 

２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 
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（１） 一般会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

分担金及負担金        1,153,142          951,886  △       201,255     82.5 

使用料及手数料        2,958,878        2,889,836  △        69,041     97.7 

国 庫 支 出 金       18,836,313       15,757,953  △     3,078,360     83.7 

財 産 収 入        1,672,917          670,699  △     1,002,217     40.1 

繰  入  金        1,236,041          788,366  △       447,674     63.8 

諸  収  入       10,582,164       12,922,289         2,340,125    122.1 

計       36,439,455       33,981,031  △     2,458,423     93.3 

歳入は、第６款分担金及負担金ほか５款であり、予算現額３６４億３，９４５万余円、収入

済額３３９億８,１０３万余円、比較減額２４億５，８４２万余円、収入率９３．３％である。 

    なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、収入未済額（１８２万余円）が、第

１２款諸収入（項：延滞金及加算金、項：弁償金及報償金、項：雑入）において、不納欠損額

（２６３万余円）及び収入未済額（４,７８４万余円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

港湾法、海岸法、漁港魚場整備法等に基づく国庫負担金の収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）港湾費国庫負担金 5,515,300

港湾法、漁港魚場整備法、離島振興法等に基づく国庫補助金の収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）港湾費国庫補助金 10,241,121

東京港埠頭公社（現東京港埠頭株式会社）への貸付金の元利収入 

（款）諸収入 （項）貸付金元利収入 （目）港湾費貸付金元利収入 4,404,496

 

イ 歳 出                                （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

港  湾  費    71,841,095    56,061,458    2,806,967   12,972,669     78.0 

諸  支  出  金         6,106         6,105            0            0    100.0 

計    71,847,201    56,067,564    2,806,967   12,972,669     78.0 

歳出は、第１０款港湾費ほか１款で４項１９目に区分し執行しており、予算現額７１８億

４，７２０万余円、支出済額５６０億６，７５６万余円、翌年度繰越額２８億６９６万余円、

不用額１２９億７,２６６万余円、執行率７８．０％である。 

翌年度繰越額は、繰越明許費２８億６９６万余円で、繰越明許費の内容は、東京港整備に係

る１９億７，６２９万余円及び島しょ等港湾整備に係る８億３,０６７万余円である。 
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（主な内容）                              （単位：千円） 

東京港の建設整備に要したもの 

（款）港湾費 （項）東京港整備費 （目）港湾整備費 13,788,237

廃棄物処理場の建設整備に要したもの 

（款）港湾費 （項）東京港整備費 （目）東京港廃棄物処理場建設費 5,017,447

海岸保全施設の建設整備に要したもの 

（款）港湾費 （項）東京港整備費 （目）海岸保全施設建設費 5,484,783

伊豆諸島及び小笠原諸島における港の建設整備に要したもの 

（款）港湾費 （項）島しょ等港湾整備費 （目）港湾整備費 9,201,667

伊豆諸島及び小笠原諸島における漁港の建設整備に要したもの 

（款）港湾費 （項）島しょ等港湾整備費 （目）漁港整備費 6,283,295

 

２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土    地 

   建    物 

   動    産 

 

 

 

   無体財産権 

   有 価 証 券 

 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

     8,791,151.51 ｍ２

       234,746.68 ｍ２

船 舶       １８ 隻

    (4,164.41 総トン)

浮 標       ６６ 個

浮桟橋     ５８４ 個

著作権         ４ 件

株券 

   13,352,724,360 円

    6,441,400,000 円

           ２５４ 点

   32,464,472,263 円

 

     8,738,008.29 ｍ２ 

 

       225,057.81 ｍ２ 

 

船 舶       １８ 隻

    (4,164.41 総トン) 

浮 標       ６６ 個

浮桟橋     ５８４ 個

著作権         ４ 件

株券 

   13,322,750,000 円

    6,441,400,000 円

           ２５４ 点

   35,826,738,643 円

 

    53,143.22 ｍ２

 

         9,688.87 ｍ２

 

               ０ 隻

 

               ０ 個

               ０ 個

               ０ 件

 

       29,974,360 円

                0 円

             ０ 点

 △ 3,362,266,380 円

港湾局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、前年度の過大登載の修正（６万９，５５１．１４ｍ２）等により減少したもの

の、青海北ふ頭公園ほか４件の海上公園敷地（８万７，７７３．２９ｍ２）を臨海地域開発事

業会計から所管換したこと、島しょ地域の岸壁及び護岸用地（１万７，３６９．６８ｍ２）を

埋立しゅん功により受け入れたことなどによるもの 

・建物の増加は、青海北ふ頭公園ほか３公園敷地内の建物（８，２６９．９８ｍ２）を臨海地域
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開発事業会計から所管換したこと、神津島港ほか５港の緑地施設休憩所等（１，７６２．５４

ｍ２）を新設したことなどによるもの 

・有価証券（株券）の増加は、東京港埠頭株式会社設立に伴い１，０００万円を、株式会社ゆり

かもめへ１，９９７万余円をそれぞれ出資したことによるもの 

・債権の減少は、旧財団法人東京港埠頭公社（現東京港埠頭株式会社）に対する貸付金が減少し

たことによるもの 

である。 

 

イ 債権のうち貸付金の年度末残高                     （単位：千円） 

貸付金の種類（名称） 平成１９年度末残高 滞納（収入未済）額 

東京港埠頭公社貸付金 ３２，３９６，０７０                   ０

※ 貸付金の年度末残高及び滞納額は元本を記載している。 
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会 計 管 理 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

（２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   会計管理局 

 

 ３ 審査の方法 

 知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、会計管理局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）資金は適正に管理され、効率的に運用されているか 

（４）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について 

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

  

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計  

  ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料 10                0 △          10      0 

財  産  収  入 7,129,493        4,989,311 △   2,140,181     70.0 

諸   収  入 1,706,996        2,923,869 △   1,216,873    171.3 

計 8,836,499 7,913,181 さ△△   923,317     89.6 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額８８億３，６４９万余円、収入済

額７９億１，３１８万余円、比較減額９億２，３３１万余円、収入率８９．６％である。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

財政調整基金等の運用による利子及び配当金 

（款）財産収入 （項）財産運用収入 （目）利子及配当金  4,989,311

歳計現金等の預金利子 

（款）諸収入 （項）都預金利子 （目）都預金利子  2,917,024

  

   イ 歳 出                               （単位：千円、％） 

科目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率 

総  務  費      9,929,000      7,398,027            0   2,530,972     74.5 

公  債  費          7,000          1,047            0       5,952     15.0 

計      9,936,000      7,399,075            0   2,536,924     74.5 

歳出は、第２款総務費ほか１款で２項４目に区分し執行しており、予算現額９９億３，６０

０万円、支出済額７３億９，９０７万余円、不用額２５億３，６９２万余円、執行率７４．５％

である。 

（主な内容）                                （単位：千円） 

職員費及び財務会計システムの管理・運用等に要したもの 

（款）総務費 （項）会計管理費 （目）管理費 2,004,617

財政調整基金等の運用により生じた利子等の積立てに要したもの 

（款）総務費 （項）会計管理費 （目）積立金 4,988,043
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２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 物  品 

２  基  金 

               ２ 点

      100,000,000 円

              ２ 点 

     100,000,000 円 

              ０ 点

               0 円
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東 京 消 防 庁 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

 （２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   東京消防庁 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、東京消防庁執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

２ 事業執行等について 

  特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率

分担金及負担金           7,190         7,120  △          69     99.0 

使用料及手数料         342,358         345,971          3,613    101.1 

国 庫 支 出 金       1,150,526         806,523  △     344,003     70.1 

財 産 収 入         565,622         564,656  △         965     99.8 

諸  収  入      45,388,269      44,361,945  △   1,026,323     97.7 

計      47,453,965      46,086,217  △   1,367,747     97.1 

歳入は、第６款分担金及負担金ほか４款であり、予算現額４７４億５，３９６万余円、収入

済額４６０億８，６２１万余円、比較減額１３億６，７７４万余円、収入率９７．１％である。 

     なお、第１２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（５２３万余円）が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

医療提供体制推進事業費補助金交付要綱等による補助金の収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金 （目）消防費国庫補助金 806,523

多摩地区の市町村からの受託消防事務に要する経費の収入 

（款）諸収入 （項）受託事業収入 （目）消防費受託事業収入 43,505,838

 

   イ 歳 出                             （単位：千円、％） 

科 目(款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

消 防 費   247,996,000   240,467,338       156,222    7,372,439     97.0 

諸 支 出 金        10,325        10,324             0       0    100.0 

計   248,006,325   240,477,663       156,222    7,372,439     97.0 

歳出は、第１４款消防費ほか１款で６項１８目に区分し執行しており、予算現額２，４８０

億６３２万余円、支出済額２，４０４億７，７６６万余円、翌年度繰越額１億５，６２２万余

円、不用額７３億７，２４３万余円、執行率９７．０％である。 

翌年度繰越額は、事故繰越１億５，６２２万余円で、主な内容は、総合情報通信体制の整備

に係る１億５，５２０万余円である。 

    



 - 133 -

（主な内容）                               （単位：千円） 

職員費及び管理事務費等に要したもの 

（款）消防費 （項）消防管理費 （目）管理費 188,037,854

消防車両及び総合情報通信体制等の整備に要したもの 

（款）消防費 （項）消防活動費 （目）装備費 13,336,261

消防団の運営及び活動に要したもの 

（款）消防費 （項）消防団費 （目）活動費 2,740,488

普通退職及び定年等退職に要したもの 

（款）消防費 （項）退職手当及年金費 （目）退職費 20,371,624

消防署等の庁舎建設等に要したもの 

（款）消防費 （項）建設費 （目）庁舎建設費 3,959,698

 

 ２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土    地 

   建    物 

   動    産 

      

 

      

   物    権 

   無体財産権 

 

 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

       469,565.18 ｍ２ 

 

       678,084.17 ｍ２ 

 

船 舶     ４ 隻 

(230.00 総トン)

浮桟橋         ５ 個 

航空機         ７ 機 

地役権      19.93 ｍ２ 

 

特許権       １５ 件 

著作権       ２６ 件 

その他これらに準ずる権利   ５ 件 

      184,000,000 円 

       ８，３６７ 点 

      257,309,000 円 

 

       466,117.25 ｍ２ 

  

       672,342.73 ｍ２ 

  

船 舶      ４ 隻 

(230.00 総トン) 

浮桟橋         ５ 個 

航空機         ６ 機 

地役権      19.93 ｍ２ 

  

特許権       １４ 件 

著作権       ２３ 件 

その他これらに準ずる権利  ５ 件 

      184,000,000 円 

       ８，６３４ 点 

      263,876,000 円 

 

      3,447.93 ｍ２

 

      5,741.44 ｍ２

 

             ０ 隻 

  

             ０ 個 

             １ 機 

              0 ｍ２

 

            １ 件 

             ３ 件 

         ０ 件 

              0 円 

  △     ２６７ 点 

  △  6,567,000 円 

東京消防庁で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、旧蓮沼教職員住宅（２，５８３．３２ｍ２ 

 ）及び中野消防署東中野出張所（７

２１．７１ｍ２ 

 ）の敷地を財務局から引き継いだことなどによるもの 
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・建物の増加は、旧蓮沼教職員住宅（１，８５３．５９ｍ２ 

 ）を財務局から引き継いだこと、

東京都職員共済組合への償還金完済に伴う、三田家族待機宿舎（１，１７０．９２ｍ２ 

 ）及

び志村坂上家族待機宿舎（８８６．６０ｍ２ 

 ）の所有権を移転したことなどによるもの 

・動産（航空機）の増加は、ヘリコプター（ゆりかもめ）１機を買い入れたことによるもの 

・物品の減少は、無線のデジタル化に伴うアナログ式変換器及び心臓衝撃装置を廃棄したこと

などによるもの 

・債権の減少は、スカイタワー西東京に係る賃貸借契約変更に伴う敷金が減少したことなどに

よるもの 

である。 
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教   育   庁 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

 （２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   教 育 庁 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、教育庁執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する

調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

   なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

  （１）財産管理 

ア 公有財産について 

   ＜建 物＞ 

（ア）建物１，８０９．７６ｍ２ 

 （墨田特別支援学校校舎の一部７９３．３７ｍ
２ 

 ほか６件）

が登載漏れとなっている。 

   イ 物品について 

    （ア）物品６点（ガスヒートポンプエアコンほか５点）が登載漏れとなっている。 
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 ２ 事業執行等について 

特に意見を付する事項はない。 

 

第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料      13,522,970      12,977,635  △      545,334      96.0 

国 庫 支 出 金     120,139,442     119,786,034  △      353,407      99.7 

財 産 収 入         155,689         142,810  △       12,878      91.7 

寄  附  金          16,000           5,245  △       10,755      32.8 

諸  収  入       3,068,465       3,237,383          168,918     105.5 

計     136,902,566     136,149,109  △      753,456      99.4 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか４款であり、予算現額１，３６９億２５６万余円、収入

済額１，３６１億４，９１０万余円、比較減額７億５，３４５万余円、収入率９９．４％であ

る。 

    なお、第７款使用料及手数料（項：使用料）において、不納欠損額（４４万余円）及び収入

未済額（２，０２５万余円）が、第１２款諸収入（項：弁償金及報償金）において、収入未済

額（９，９２４万余円）が、同款（項：雑入）において、不納欠損額（６１万余円）及び収入

未済額（１，１１３万余円）が生じている。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

都立学校授業料等の教育使用料の収入 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）教育使用料 12,581,910 

義務教育教職員給与金等の教育費国庫負担金の収入 

（款）国庫支出金 （項）国庫負担金 （目）教育費国庫負担金 117,267,933 

再雇用職員等の厚生年金保険料納付金等の納付金の収入 

（款）諸収入 （項）雑入 （目）納付金 2,541,741 

 



 - 137 -

   イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 執 行 率

教 育 費    793,978,000    763,826,585            0   30,151,414     96.2 

諸 支 出 金         90,554         90,553            0            0    100.0 

計    794,068,554    763,917,139            0   30,151,414     96.2 

歳出は、第１１款教育費ほか１款で１１項３７目に区分し執行しており、予算現額７，９４

０億６，８５５万余円、支出済額７，６３９億１，７１３万余円、不用額３０１億５，１４１

万余円、執行率９６．２％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

職員費及び管理事務等に要したもの 

（款）教育費 （項）教育管理費 （目）管理費 13,996,358 

区市町村立小学校の教職員費等に要したもの 

（款）教育費 （項）小中学校費 （目）小学校管理費 282,790,208 

区市町村立中学校の教職員費等に要したもの 

（款）教育費 （項）小中学校費 （目）中学校管理費 154,513,615 

都立高等学校の教職員費等に要したもの 

（款）教育費 （項）高等学校費 （目）管理費 131,158,995 

特別支援学校の教職員費等に要したもの 

（款）教育費 （項）特別支援学校費 （目）管理費 56,673,624 

学校教職員及び事務局職員の退職に伴う退職手当に要したもの 

（款）教育費 （項）退職手当及年金費 （目）退職費 79,723,347 

都立学校の施設整備等に要したもの 

（款）教育費 （項）施設整備費 （目）都立学校整備費 23,906,988 
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２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減  

１ 公有財産 

   土    地 

   建    物 

   山    林 

     （所  有） 

上記の立木推定蓄積量  

（分  収） 

     上記の立木推定蓄積量 

   動    産 

 

     

   物    権 

   無体財産権 

   出資による権利 

２ 物  品 

 

     7,397,228.56 ｍ２

 

     3,659,029.51 ｍ２

 

 

       537,570.20 ｍ２

 

         3,710.88 ｍ３

 

       273,761.97 ｍ２

 

         5,309.50 ｍ３

 

船 舶     １ 隻

 (497.00 総トン）

浮 標         １ 個

地上権 273,761.97 ｍ２

 

著作権       ６６ 件

            0 円

       ７，４２９ 点

 

     7,593,078.60 ｍ２ 

 

     3,799,780.79 ｍ２ 

 

 

       537,570.20 ｍ２ 

 

         3,710.88 ｍ３ 

 

       273,761.97 ｍ２ 

 

         5,309.50 ｍ３ 

 

船 舶     １ 隻 

 (497.00 総トン） 

浮 標         １ 個 

地上権 273,761.97 ｍ２ 

 

著作権       ６３ 件 

      188,000,000 円 

       ７，６９５ 点 

 

 △   195,850.04ｍ２ 

 

 △   140,751.28ｍ２ 

 

 

              0 ｍ２ 

 

              0 ｍ３ 

 

              0 ｍ２ 

 

            0 ｍ３ 

 

             ０ 隻 

 

             ０ 個 

              0 ｍ２ 

 

             ３ 件 

 △ 188,000,000 円 

 △      ２６６ 点 

   （注）１ 土地の面積には、山林が含まれている。 

（注）２ 物権（地上権）は、山林の分収に係わるものであり、再掲である。 

 

教育庁で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の減少は、旧聖山高原学園敷地（９万５，３８４．９５ｍ２ 

 )、旧大島セミナーハウス野球

場及び運動場（７万８，７７４．８１ｍ２ 

 ）を財務局へ引き継いだことなどによるもの 

・建物の減少は、東京体育館（４万５，２５１．８９ｍ２ 

 ）ほか３施設を生活文化スポーツ局へ

所管換したことなどによるもの 

・著作権の増加は、出版物（２件）を登録したことなどによるもの 

・出資による権利の減少は、財団法人東京都スポーツ文化事業団に対する出えん金を生活文化ス

ポーツ局へ所管換したことによるもの 

・物品の減少は、東京体育館ほか３施設の物品を生活文化スポーツ局へ所属換えしたことなどに

よるもの 

  である。 
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警   視   庁 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

 （２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   警  視  庁 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、警視庁執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料       22,800,181       21,062,861  △    1,737,319      92.4 

国 庫 支 出 金       12,158,612        7,291,637  △    4,866,974      60.0 

財 産 収 入        1,353,225        1,332,708  △       20,516      98.5 

諸  収  入       10,729,929       13,635,829       2,905,900     127.1 

計       47,041,947       43,323,036  △    3,718,910      92.1 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか３款であり、予算現額４７０億４，１９４万余円、収入

済額４３３億２，３０３万余円、比較減額３７億１，８９１万余円、収入率９２．１％である。 

なお、第１２款諸収入（項：延滞金及加算金）において、収入未済額（１７億８，５８９万

余円）が、同款（項：弁償金及報償金）において、不納欠損額（６７３万余円）及び収入未済

額（９億６，００２万余円）が、同款（項：雑入）において、収入未済額（６，９５３万余円）

が生じている。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

自動車運転免許関係等の警察手数料 

（款）使用料及手数料 （項）手 数 料 （目）警 察 手 数 料 20,964,934 

首都警察、施設整備等に要する経費の補助金 

（款）国 庫 支 出 金 （項）国 庫 補 助 金 （目）警察費国庫補助金 7,291,637 

違法駐車の放置違反金 

（款）諸 収 入 （項）延滞金及加算金 （目）放 置 違 反 金 8,971,581 

 

   イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

警 察 費   636,278,582   609,526,916     1,239,122   25,512,543     95.8 

諸 支 出 金         6,000         5,001             0          998     83.4 

計   636,284,582   609,531,918     1,239,122   25,513,541     95.8 

歳出は、第１３款警察費ほか１款で５項１９目に区分し執行しており、予算現額６，３６２

億８，４５８万余円、支出済額６，０９５億３，１９１万余円、翌年度繰越額１２億３，９１

２万余円、不用額２５５億１，３５４万余円、執行率９５．８％である。 

    翌年度繰越額は、繰越明許費７，１１３万円、事故繰越１１億６，７９９万余円で、事故繰

越の主な内容は、警察総合庁舎別棟増築工事に係る１０億４，０４９万余円である。 
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（主な内容）                              （単位：千円） 

職員の人件費、管理事務費等に要したもの 

（款）警 察 費 （項）警 察 管 理 費 （目）警察本部費 478,130,698 

退職手当等に要したもの 

（款）警 察 費 （項）退職手当及年金費 （目）退 職 費 45,667,782 

庁舎建設、用地買収等に要したもの 

（款）警 察 費 （項）警 察 施 設 費 （目）建 設 費 21,476,373 

 

 ２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   土    地 

   建    物 

   動    産 

 

 

   物    権 

   無体財産権 

 

   出資による権利 

２ 物  品 

３ 債  権 

 

       842,463.68 ｍ２ 

 

     1,546,223.74 ｍ２ 

 

浮 標    ２８ 個 

浮桟橋     １ 個 

航空機         ７ 機 

地上権     611.65 ｍ２ 

 

著作権       ４２ 件 

商標権        ６ 件 

    3,078,000,000 円 

       ４，８２７ 点 

    1,168,812,847 円 

 

       833,206.58 ｍ２ 

  

     1,473,984.02 ｍ２ 

  

浮 標     ０ 個 

浮桟橋     ０ 個 

航空機         ７ 機 

地上権     611.65 ｍ２ 

  

著作権       ３８ 件 

商標権        ６ 件 

    3,078,000,000 円 

       ４，７３１ 点 

     1,175,808,397 円 

 

     9,257.10 ｍ２

 

    72,239.72 ｍ２

 

     ２８ 個

      １ 個

      ０ 機 

            0 ｍ２

 

          ４ 件

      ０ 件

            0 円

        ９６ 点

 △ 6,995,550 円

警視庁で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、教育庁目黒合同庁舎敷地の所管換により６，９７６．０８ｍ２ 

 増加したこと

などによるもの 

・建物の増加は、教育庁目黒合同庁舎の所管換により１２，４６８．４２ｍ２ 

 増加したことな

どによるもの 

・動産の増加は、東京湾岸警察署の設置に伴い浮標（係留杭）及び浮桟橋を新設したことによ

るもの 

・著作権の増加は、教養ビデオ（２件）を登録したことなどによるもの 

   ・物品の増加は、特種用途自動車（５９点）を購入したことなどによるもの 

   ・債権の減少は、借上げ待機宿舎の敷金（６６０万円）が返還されたことなどによるもの 

   である。 
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選挙管理委員会事務局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   選挙管理委員会事務局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、選挙管理委員会事務局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

使用料及手数料             217           1,489            1,272    686.2 

国 庫 支 出 金       5,356,808       4,682,826  △      673,981     87.4 

諸  収  入               0          37,817           37,817      －  

計       5,357,025       4,722,133  △      634,891     88.1 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか２款であり、予算現額５３億５，７０２万余円、収入済

額４７億２，２１３万余円、比較減額６億３，４８９万余円、収入率８８．１％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

参議院議員選挙等に要する経費の収入 

（款）国庫支出金 （項）委託金 （目）総務費委託金 4,682,826

 

 イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総 務 費    9,347,000    7,839,116             0    1,507,883     83.9 

歳出は、第２款総務費で１項５目に区分し執行しており、予算現額９３億４，７００万円、

支出済額７８億３，９１１万余円、不用額１５億７８８万余円、執行率８３．９％である。 

   （主な内容）                              （単位：千円） 

参議院議員選挙に要したもの 

（款）総務費 （項）選挙費 （目）参議院議員選挙費 4,664,684

都知事選挙に要したもの 

（款）総務費 （項）選挙費 （目）都知事選挙費 2,550,689
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人事委員会事務局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

（２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   人事委員会事務局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び  

財産に関する調書について、人事委員会事務局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

  特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

使用料及手数料               1               0 △          0      0.0 

諸 収 入        0 46 46 － 

計        1 46 45 － 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額１，０００円、収入済額４万余円、

比較増額４万余円である。 

 

   イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総 務 費       854,000       797,203            0       56,796     93.3 

歳出は、第２款総務費で１項２目に区分し執行しており、予算現額８億５，４００万円、支

出済額７億９，７２０万余円、不用額５，６７９万余円、執行率９３．３％である。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

職員費、各種試験実施及び給与勧告に係る調査等に要したもの 

（款）総務費 （項）人事委員会費 （目）管理費 780,008
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監 査 事 務 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

（２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   監査事務局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、監査事務局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料             10              1   △          8      10.0 

諸  収  入              0             63              63        － 

計             10             64              54     640.0 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額１万円、収入済額６万余円、比較

増額５万余円、収入率６４０．０％である。 

 

   イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

総  務  費      982,000       932,949             0        49,050     95.0 

歳出は、第２款総務費で１項２目に区分し執行しており、予算現額９億８，２００万円、支

出済額９億３，２９４万余円、不用額４，９０５万余円、執行率９５．０％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

職員費、管理事務及び各種監査等の実施に要したもの 

（款）総務費 （項）監査委員費 （目）管理費 898,977
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労働委員会事務局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

（２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   労働委員会事務局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、労働委員会事務局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料               2               0  △            1       0.0  

諸  収  入               0               0                0       － 

計               2               0  △            1        0.0 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額２，０００円、収入済額４５７円、

比較減額１，５４３円である。 

なお、第１２款諸収入（項：雑入）において、収入未済額（９，４５０円）が生じている。 

（主な内容）                                 （単位：円） 

情報公開手数料の収入 

（款）使用料及手数料 （項）手数料 （目）諸手数料 300

    

   イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

産 業 労 働 費      694,000      634,088           0       59,911     91.4 

歳出は、第８款産業労働費で１項２目に区分し執行しており、予算現額６億９，４００万円、

支出済額６億３，４０８万余円、不用額５，９９１万余円、執行率９１．４％である。 

（主な内容）                               （単位：千円） 

労働委員会事務局の運営に要したもの 

（款）産業労働費 （項）労働委員会費 （目）管理費 414,985
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収用委員会事務局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

（２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   収用委員会事務局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、収用委員会事務局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率 

使用料及手数料           7,940           3,925  △        4,014      49.4  

諸  収  入          54,956          57,060            2,104      103.8 

計          62,896          60,986  △        1,909       97.0 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額６，２８９万余円、収入済額６，０

９８万余円、比較減額１９０万余円、収入率９７．０％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

鑑定評価料の起業者負担金の収入 

（款）諸収入 （項）弁償金及報償金 （目）諸費弁償金 57,056

 

   イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

諸 支 出 金      506,000      423,366           0       82,633     83.7 

歳出は、第１６款諸支出金で１項２目に区分し執行しており、予算現額５億６００万円、支

出済額４億２，３３６万余円、不用額８，２６３万余円、執行率８３．７％である。 

（主な内容）                              （単位：千円） 

収用委員会事務局の運営に要したもの 

（款）諸支出金 （項）収用委員会費 （目）管理費 385,278
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議   会   局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

 １ 審査の対象 

 （１）一般会計 

 （２）財  産 

 

 ２ 実地審査場所 

   議  会  局 

 

 ３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、議会局執行分を審査した。 

   審査に当たっては、 

  （１）決算計数は、正確であるか 

  （２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

  （３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

 １ 決算計数について 

審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

 

 ２ 事業執行等について 

   特に意見を付する事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 153 -

第３ 決 算 の 概 要 

 １ 歳入歳出決算の状況 

 （１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増(△)減額 収 入 率 

使用料及手数料              513              469 △        43      91.4 

諸  収  入              319              199  △        119      62.4 

計              832              669   △         162      80.4 

歳入は、第７款使用料及手数料ほか１款であり、予算現額８３万余円、収入済額６６万余円、

比較減額１６万余円、収入率８０．４％である。 

（主な内容）                             （単位：千円） 

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社等建物使用料の収入 

（款）使用料及手数料 （項）使用料 （目）諸使用料 462  

雇用保険料納付金 

（款）諸収入 （項）雑入 （目）納付金 124  

 

   イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率 

議 会 費   5,721,000   5,305,724            0  415,275          92.7 

歳出は、第１款議会費で１項２目に区分し執行しており、予算現額５７億２，１００万円、

支出済額５３億５７２万余円、不用額４億１，５２７万余円、執行率９２．７％である。 

（主な内容）                             （単位：千円） 

議員の報酬、費用弁償及び議会運営に要したもの 

（款）議会費 （項）都議会費 （目）議会運営費 3,384,593

議会事務に従事する職員の給料、諸手当及び広報事務等に要したもの 

（款）議会費 （項）都議会費 （目）事務局費 1,921,131

 

２ 財産の管理状況 

   ア 財 産 

区   分 平成１９年度末現在高 平成１８年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

   建    物 

２ 物  品 

 

        27,633.12 ｍ２ 

 

             ６２ 点 

 

        27,633.12 ｍ２ 

  

             ６２ 点 

 

             0 ｍ２ 

 

         ０ 点 
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